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東京の活力の増進により、我が国全体の発展を促進する観点から、国と

連携が必要な東京都の重要な施策について、実務者による国と東京都の協

議を行うため、平成３１年１月に、国と東京都の実務者協議会を設置し、

８項目２０施策について、都と関係省庁との間で具体的な協議を進めてお

ります。 

８項目２０施策について、国と東京都が協議を行い、首都東京が抱える

様々な課題を解決しながら、首都として「稼ぐ力」を高めていくとともに、

東京が首都としての役割をしっかりと果たし、我が国の活力の増進に貢献

していくために取り組んでまいります。 

このたび、都として、本協議会における協議事項に対応する、都の提案

要求内容を取りまとめました。 

 大臣及び各府省庁におかれましては、協議事項の８項目２０施策の実現

に向けて的確な措置を取られるよう、お願いいたします。 

 

 

令和４年６月 

 

東  京  都  

  



 

目 次 

 国と東京都の実務者協議会 協議事項 ８項目２０施策 頁 

 

参考：『令和５年度 国の施策及び予算に対 

する東京都の提案要求』における該当頁 

【重点事項】  

1 首都圏空港・港湾機能の充実  

 

1 羽田国際空港の機能強化 2 249,252 

2 横田基地の民間航空利用 5 261 

3 小笠原航空路の整備促進 6 265 

4 東京港の国際競争力強化 7 267,269 

2 幹線道路の整備促進による道路ネットワークの早期完成等  

 

5 東京外かく環状道路（東名高速～湾岸道路間）の整備促進 10 195 

6 高速道路網の整備推進等 12 198,203 

7 国道等の整備推進 15 205 

3 首都圏鉄道網の拡充  

 8 鉄道ネットワーク等の強化促進 18 230 

【一般事項】  

4 大都市防災対策の強化、首都機能の維持、国土強靱化の推進  

 

9 豪雨・高潮対策の推進 21 97,101,116,117,120,125,127 

10 首都直下地震への備え 31 81,83,88,90,207,243,67,64 

11 都市インフラ機能の維持・保全 42 211,137 

5 国際金融都市・東京の実現、外国人受入環境の改善  

 

12 金融系企業参入促進にかかる各種支援・規制緩和 45 485 

13 外国人の受入環境の整備促進、バリアフリー化の推進 46 500,227,228,230 

14 国立公園の活用 49 344 

6 戦略的な特区制度の活用  

 15 経済発展と社会的課題の解決を両立していく新たな社会の実現 52 487 

7 女性・障害者の活躍促進  

 

16 働きながら子育て、介護しやすい環境の整備推進 54 353,361,507,510 

17 障害者の法定雇用率引き上げに伴う企業への支援 59 516 

8 少子・高齢社会への備え  

 

18 大都市特有の保育ニーズへの対応に向けた取組の推進 62 352 

19 福祉人材定着のための仕組みづくり 63 378,357 

20 認知症施策の総合的な推進 66 385  



 

 

 

 

項目１  

首都圏空港・港湾機能の充実 
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【協議事項】 

施策１ 羽田国際空港の機能強化 

            

 

＜国への提案要求内容＞ 

１ 羽田空港の更なる機能強化と国際化 

 （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

都は、従来の自治体の枠組みを越えて国の新しい滑走路整備に無利子貸付けを

行うなど、羽田空港の再拡張事業を推進してきた。羽田空港は、都心に近く２４

時間利用できる空港であり、我が国の将来を左右する重要なインフラであること

から、空港容量の更なる拡大について可能な限りの方策を総合的に検討し、東京

の国際競争力を強化していく必要がある。 

平成２６年８月に、国は、都県市及び政令市等からなる協議会を設置し、飛行

経路の見直し等により、２０２０年までに国際線の発着回数を年間約３．９万回

増加することが可能となる機能強化策を提案した。 

この提案について、国は、５期にわたる住民説明会の実施や低騒音機の導入促

進、落下物防止対策基準の義務付けなど、総合的な対策に取り組み、令和元年７

月には、都や地元の要請を受け、６期目のオープンハウス型説明会の開催や着陸

高度の更なる引上げなど、追加対策等を示した。 

令和元年８月には、第５回の協議会において、都は丁寧な情報提供や騒音・安

全対策の着実な実施を要望するとともに、関係区市の意見を伝え、国からは、引

き続き丁寧な対応をしていく旨の発言があった。 

その後、国は新飛行経路による運用を決定し、令和２年３月２９日から羽田空

羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進 

羽田空港の更なる機能強化と国際化を推進するため、空港容量の

拡大について可能な限りの方策を総合的に検討すること。 

２０２０年の新飛行経路の運用開始後も、引き続き地元への丁寧

な情報提供と、騒音・安全対策等を着実に進めること。 
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港において新飛行経路の運用を開始した。 

運用開始後も航空機騒音の測定結果の公表や、機体チェックの体制強化、羽田

新経路の固定化回避に係る技術的な方策についての検討等、様々な取組を実施し

ている。 

今後とも引き続き、関係自治体及び地元住民に対し丁寧な情報提供を行うとと

もに、騒音・安全対策等を着実に実施し、さらに関係区市の意見への回答に沿っ

た対応をする必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）羽田空港の更なる機能強化と国際化を推進するため、既存施設の機能向上、

施設整備、管制や環境面における制約への対応、旧整備場地区の活用などあ

らゆる角度から空港容量の拡大について可能な限りの方策を総合的に検討す

ること。 

   あわせて、国際線の利用者に不便が生じないよう、出入国管理、税関及

び検疫体制を確保すること。 

（２）新飛行経路運用開始後も、情報提供については、様々な手段を通じて、地

元への丁寧な情報提供と意見聴取に努めること。安全対策については、引き

続き万全を尽くし、落下物対策の強化に向けて、落下物防止対策基準の充実

や安全対策の取組に関する情報提供の充実に努めること。騒音対策について

は、低騒音機の導入促進を図るとともに、防音工事助成の円滑な実施に努め

ること。また、飛行高度の引上げを安定的に実現するため、航空保安施設の

整備を実施すること。加えて、新飛行経路に関連し増設された騒音測定局に

よる騒音影響の監視及び情報提供に取り組むこと。 

さらに、羽田空港の機能強化に対する関係区市の意見への回答に沿うよう、

引き続き丁寧かつ真摯に対応すること。 

（３）長期的な航空需要の増加に対応するため、東京 2020 大会開催以降の方策な

ど、更なる機能強化についても検討を進めること。 

なお、検討に当たっては、空港機能と港湾機能が共存できるよう配慮する

こと。 
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２ 羽田空港の機能発揮に資する交通アクセス等の強化 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

羽田空港は、都心に近く、２４時間利用可能な空港である。このポテンシャル

を十二分に生かすためには、深夜早朝時間帯の交通アクセスの利便性の向上とと

もに、幹線道路や公共交通など、空港アクセスの一層の強化が重要である。 

このため、広域交通ネットワークの整備を進めており、国道３５７号多摩川ト

ンネルについても平成２７年度に事業着手した。 

今後、国は、関係自治体等と連携を図りながら、羽田空港の機能強化に的確に

対応するため、空港アクセスの強化を検討する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）都心に近く、２４時間利用可能な国際空港である羽田空港の機能を最大限

発揮する国道３５７号多摩川トンネルなどの空港と連結する広域交通ネット

ワークの整備を推進すること。 

（２）今後の羽田空港の更なる機能強化に的確に対応するため、交通政策審議会

答申第１９８号で位置付けられた空港アクセスの強化に資する路線の実現に

向けて、財源の確保等必要な措置をとること。また、外環については、関越

道から東名高速間に引き続き整備していくため、羽田空港へのアクセス性を

確保しつつ、まずは東名高速から湾岸道路間の全区間の計画を早期に具体化

すること。 

（１）都心に近く、２４時間利用可能な空港である羽田空港の機能

を最大限に発揮するため、広域交通ネットワークの整備を推進

すること。 

（２）今後の羽田空港の更なる機能強化に的確に対応するため、空

港アクセスの強化等を検討すること。 
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【協議事項】 

施策２ 横田基地の民間航空利用 

 

＜国への提案要求内容＞ 

横田基地の軍民共用化の推進 

（提案要求先 内閣官房・出入国在留管理庁・外務省・財務省・厚生労働省・ 

農林水産省・国土交通省・防衛省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

都は、基地周辺地域住民の生活の利便性の向上や経済の活性化に資するよう、

軍民共用化を促進してきた。 

共用化に関する日米協議については、「再編実施のための日米のロードマッ

プ」に位置付けられ、日米のスタディグループによる検討が行われてきたが、現

在まで合意に至っていない。国内については、政府関係省庁と都との「連絡会」

を設け、日米協議促進のための協議が行われてきたが、会議は平成２８年６月以

降開かれていない。 

首都圏の空港容量は、２０２０年代前半には限界に達することが予測されてお

り、国土交通省の審議会において、横田共用化も含めた首都圏空港機能強化策の

検討が行われた。平成２６年７月には「中間取りまとめ」が発表され、「その他

の空港の活用等」として横田基地が取り上げられた。 

横田基地の民間航空利用は、空港容量の拡大や首都圏西部地域の航空利便性の

向上など、首都圏の空港機能を補完し、多摩の振興はもとより、首都圏ひいては

日本経済の発展にも資するものである。長期的な航空需要の増加に対応するため、

横田基地でのビジネス航空の受入れを含めた民間航空の利用を実現する必要があ

る。 

 

＜具体的要求内容＞ 

横田基地の軍民共用化については、長期的な航空需要の増加に対応するため、

政府関係省庁と都との「連絡会」を早期に開催し、着実に日米協議を進め、ビジ

ネス航空の受入れを含めて、その早期実現を図ること。また、国道１６号など、

共用化を進める上で必要となる周辺基盤整備を迅速に推進すること。 

米軍基地対策の推進 

横田基地の軍民共用化に関する日米協議を進め、早期実現を図る 

こと。 
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【協議事項】 

施策３ 小笠原航空路の整備促進  
 

＜国への提案要求内容＞ 

  （提案要求先 国土交通省･環境省） 

（都所管局 総務局・環境局・港湾局） 

＜現状・課題＞ 
小笠原諸島は、本土から南に約１，０００キロメートル離れた太平洋上に位置

し、約２，６００人の村民が在住している。同諸島の存在により、水産資源や鉱
物資源など海洋資源の開発可能性を秘めた、我が国の排他的経済水域の約３割と
いう広大な海域を確保しており、国益を維持する上でも重要な地域である。しか
しながら、本土から小笠原諸島への交通手段は、近年の世界的な交通アクセス短
縮の中において、今なお片道所要時間が２４時間の船舶航路に限られている。 
小笠原諸島への航空路開設は、村民生活の安定と国境離島である小笠原諸島の

自立的発展を図る上で大変重要な意味を持つものであり、高速交通アクセス手段
の確保は、都のみならず、我が国にとっても喫緊の課題であるが、いまだ実現に
至っていない。 
都はこれまでも、航空路開設に向け、検討を重ねてきた。平成２０年２月には、

航空路開設の検討を進めるため、都と小笠原村による小笠原航空路協議会を設置
し、同年１０月には、小笠原航空路協議会が行うＰＩ活動に対して、評価･助言を
行う第三者機関である小笠原航空路ＰＩ評価委員会を設置して、自然環境と調和
した実現可能な航空路案について協議を行ってきた。 
今後とも、自然環境と調和した航空路の早期開設を目指し、引き続き調査費を

計上し、小笠原村民の意向を十分に踏まえながら、鋭意、調査・検討を進めてい
く所存である。 
 また、実現可能な航空路案の取りまとめに向けては、引き続き、各省庁より技
術的・専門的な助言を得ながら、調査・検討を進める必要がある。さらに、今後、
整備に向けた具体的な調整を進める段階では、財政措置に向けた協議についても
推進していく必要がある。 

＜具体的要求内容＞ 
小笠原諸島への航空路に関する諸課題の解決には、国の協力が不可欠であるこ

とから、次の２点について要望を行う。 
（１）引き続き、都が進める調査・検討に対し、適切な指導、助言などの支援協

力を行うこと。 
（２）航空路開設に関する諸課題の解決に支援を行うとともに、財政措置も含め、

特段の配慮を講じること。 

小笠原航空路の整備促進 

（１）都が進める調査･検討に対し、指導･助言等の支援･協力を行う

こと。 

（２）航空路開設に関する諸課題の解決に支援を行うとともに、財

政措置も含め、特段の配慮を講じること。 
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【協議事項】 

施策４ 東京港の国際競争力強化 

 

＜国への提案要求内容＞ 

１ 物流機能の強化 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

＜現状・課題＞ 

東京港は、大消費地である首都圏の生活関連物資等の流通を支えるとともに、

豊富な道路ネットワークにより東北・北関東等も含めた外貿コンテナ貨物を取り

扱う商業港として、貨物量が増加し続けている。現在、施設能力を大幅に上回る

貨物を取り扱っており、交通混雑などが発生している状況である。このままでは、

首都圏の生活と産業に多大な影響が生じるとともに、我が国の国際競争力の低下

につながるおそれがある。今後も増加が見込まれる貨物量に対応するためには、

東京港における抜本的な施設能力の向上が喫緊の課題である。 

このため、コンテナ船の大型化にも対応した中央防波堤外側コンテナふ頭（Ｙ

３バース）を早期に完成させるとともに、処理能力の向上に向けた青海コンテナ

ふ頭の再編整備等を進める必要がある。 

また、内貿ふ頭では、船舶の大型化とＲＯＲＯ船による貨物輸送量の増大が進

んでいることから、これらに対応したふ頭機能の強化が必要である。 

＜具体的要求内容＞ 

（１）中央防波堤外側コンテナふ頭の整備推進 

東京港の物流機能を強化するため、中央防波堤外側コンテナふ頭（Ｙ３バ

ース）の早期完成に向けて、岸壁工事等に必要な財源を確保するとともに、

整備の着実な推進を図ること。 

 物流機能の強化に向けた東京港の整備推進 

東京港の物流機能を強化するため、 

（１）中央防波堤外側コンテナふ頭（Ｙ３バース）の早期完成に向け

て、必要な財源を確保するとともに、整備の着実な推進を図るこ

と。 

（２）青海コンテナふ頭の再編や内貿ユニットロードふ頭の整備など、

物流機能の強化に資する施設整備に必要な財源を確保すること。 
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（２）必要な財源の確保 

① 青海コンテナふ頭の再編等を着実に推進するため、埠頭整備資金貸付金

の財源を確保すること。 

② 内貿ユニットロードふ頭等の整備を着実に推進するため、必要な財源を

確保すること。 

③ 防災・安全交付金及び社会資本整備総合交付金について、港湾管理者が

運営上必要とする事業に柔軟に対応するとともに、必要な財源を確保する

こと。 

 

２ 震災にも強い東京港の機能強化 
（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

首都直下地震等の切迫性が指摘される中、首都圏４，０００万人の生活と産業

を支える東京港では、外貿コンテナふ頭のうち耐震強化岸壁は４バースと少なく、

震災時にも港湾機能を確保し首都圏経済活動の停滞を回避するためには、更なる

増設が不可欠である。 

このため、東京港第８次改訂港湾計画において、幹線貨物輸送に対応する耐震

強化岸壁の計画を拡充したところであり、整備を着実に進める必要がある。 

また、震災時に被災者の避難や緊急物資の海上輸送に対応する耐震強化岸壁に

ついても、推進する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）震災時においても、首都圏の物流機能を確保する幹線貨物輸送に対応する

耐震強化岸壁を拡充するため、中央防波堤外側コンテナふ頭（Ｙ３バース）

について、整備を推進すること。 

（２）震災時の被災者避難や緊急物資の輸送に対応する品川ふ頭（Ｓ３バース）、

１０号地その２ふ頭（ＶＡ２バース）の耐震強化岸壁の整備推進に必要な財

源を確保すること。 

 

（１）震災時においても、首都圏の物流機能を確保するため、中央

防波堤外側コンテナふ頭（Ｙ３バース）の耐震強化岸壁につい

て、整備を推進すること。 

（２）震災時の被災者避難や緊急物資の輸送に対応する品川ふ頭

（Ｓ３バース）、１０号地その２ふ頭（ＶＡ２バース）の耐震

強化岸壁の整備に必要な財源を確保すること。 
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項目２  

幹線道路の整備促進による 

道路ネットワークの早期完成等 
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【協議事項】 

施策５ 東京外かく環状道路（東名高速～湾岸道路 
間）の整備促進 

 

＜国への提案要求内容＞ 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京が日本経済のエンジンとして、我が国の成長をけん引するため、また、災

害時における首都東京の安全・安心を確保するためには、首都圏の陸・海・空の

交通・物流ネットワークの強化が極めて重要である。 

とりわけ、首都圏における交通・物流の根幹を成す外環は、渋滞緩和によるヒ

ト・モノのスムーズな流れの確保、首都直下地震など大規模災害時における避難

・救急活動ルートの確保など、様々な効果が期待されている。平成３０年６月に

は、千葉区間が開通し、東関東道から関越道までの４つの高速道路が外環道で結

ばれ、都内を通過する交通が外環に転換するなどの整備効果が発現している。し

かしながら、今なお残っているミッシングリンクにより、環状道路の整備効果を

最大限発揮できておらず、未開通区間の早期整備が必要である。 

外環（関越道～東名高速）については、これまで本線シールドトンネルに加え、

本線と地上をつなぐランプシールドトンネルの整備が行われてきた。また、大深

度地下において本線とランプをつなぐ地中拡幅部について検討が進められてきて

いる。 

一昨年１０月に発生した調布市での陥没事故以降、事業者は、シールドトンネ  

ル工事を中止し、陥没箇所周辺において、家屋の補償等の対応を行ってきており、

引き続き誠意を持って実施するとしている。  

 東京外かく環状道路の整備促進 

外環（東名高速～湾岸道路）については、関越道～東名高速間

に引き続き整備していくため、「東京外かく環状道路（東名高速～

湾岸道路間）計画検討協議会」における議論も踏まえ、羽田空港

へのアクセス性を確保しつつ、まずは東名高速～湾岸道路間の全

区間の計画を早期に具体化すること。 
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また、事業者は、再発防止対策の具体化を進め、昨年１２月に大泉及び中央ジ

ャンクションのシールドトンネル工事について、再発防止対策等を取りまとめ、

安全を最優先に、本年２月から事業用地内で掘進作業を順次開始している。  

今後の事業においては、再発防止対策等の確実な実施、住民の不安払拭に向け

た丁寧な説明やきめ細やかな対応が求められる。 

一方、外環（東名高速～湾岸道路）については、首都圏三環状道路のいわば総

仕上げの区間であり、羽田空港や京浜港へのアクセス性の強化など、環状道路と

しての機能を最大限に発揮させるためにも、整備が不可欠な区間である。 

現在、国土開発幹線自動車道建設法による予定路線に位置付けられている本区

間の整備に向けては、事業中の外環（関越道～東名高速）と同様、国土開発幹線

自動車道建設会議の議を経て、国によって基本計画の決定や整備計画の決定を行

うなど、計画の具体化のためのステップを着実に進めていく必要があるものと考

えられる。 

国、東京都及び川崎市の三者で構成する「東京外かく環状道路（東名高速～湾

岸道路間）計画検討協議会」は、令和元年６月の第５回以降、開催されていない。

第５回では、次回の協議会において、計画の基本的な方針を取りまとめていくこ

とが確認されており、これらの議論も踏まえながら、計画を具体化するためのス

テップに早期に移行することが求められる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

東名高速～湾岸道路間については、関越道～東名高速間に引き続き整備してい

くため、計画の検討に必要な調査等を加速させ、早期に具体化すること。 

具体的には、まずは「東京外かく環状道路（東名高速～湾岸道路間）計画検討

協議会」を早期に開催するとともに、そこでの議論も踏まえた上で、羽田空港へ

のアクセス性を確保しつつ、東名高速～湾岸道路間の全区間について、基本計画

の決定を目指すなど、計画を早期に具体化すること。 
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【協議事項】 

施策６ 高速道路網の整備推進等 

 

＜国への提案要求内容＞ 

１ 高速道路網の整備推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

首都圏三環状道路は、首都機能を担う東京圏に不可欠な広域交通基盤であり、

最初のリングとして全線開通した首都高速中央環状線は、外環や圏央道とともに、

交通分散による渋滞緩和やネットワーク強化による移動時間の短縮など、高いス

トック効果を発現している。 

しかし、首都圏の高速道路網にはミッシングリンクが存在し、首都高速道路な

どの都内の高速道路では、交通集中による渋滞や事故が依然として頻発している。

渋滞のストレスを感じることのない快適で自由自在な移動を実現するためには、

活発な都市活動を支える高速道路網の強化が不可欠である。 

また、日本経済をけん引する首都圏の国際競争力を強化するためには、人やモ

ノの流れをスムーズにして、生産性の向上や観光振興などを促進するとともに、

全国にその効果を波及させ、日本経済の活性化と持続的な成長を支えていく必要

がある。さらに、激甚化・頻発化・広域化する自然災害から首都機能を守り、救

援・復旧活動を迅速に進めるためにも、その生命線となる高速道路網のリダンダ

ンシーの向上が不可欠である。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）交通が集中する江戸橋ＪＣＴの渋滞緩和に寄与する都心環状線新京橋連結

路（地下）を早期に事業化すること。また、晴海線延伸部は、首都高速道路

の中でも特に交通が集中する江戸橋・箱崎ＪＣＴなどの渋滞ポイントを避け

て、都心と湾岸線の相互アクセスを可能にするなど、高い整備効果が見込ま

れることから、事業者を早期に決定し事業化すること。 

 

 高速道路網の整備推進及び有効活用等 

首都圏三環状道路に加え、首都高速都心環状線新京橋連結路（地

下）や晴海線延伸部など、首都圏における高速道路網の整備を推進

するとともに、必要な財源を確保すること。 
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（２）首都圏の高速道路網の整備に必要な財源を確保すること。新規路線の事業

化に当たっては、地方公共団体の負担が過大とならないよう、料金徴収期間

の延長などにより有料道路事業の財源を確保すること。 

 

 

２ 都市再生と連携した首都高速道路の大規模更新 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 東京を成熟した都市としていくためには、首都高速道路の大規模更新の機会を

捉えて都市再生を推進し、円滑な交通と快適な環境の両立を目指すことが重要で

ある。 

日本橋は、五街道の起点として江戸の中心だった場所であり、国の重要文化財

に指定されている。その上空を通過する首都高速道路については、総理大臣や国

土交通大臣の呼びかけをきっかけに、周辺景観に与える影響について有識者等に

よる様々な議論がなされてきた。このような状況の中、平成２６年に日本橋区間

を含む首都高速道路の大規模更新計画が策定され、平成２８年には日本橋周辺の

まちづくりの取組が国家戦略特区の都市再生プロジェクトに追加された。 

この機会を捉えて都は、国や首都高速道路株式会社と共同で、周辺のまちづく

りと連携して首都高速道路の地下化に向けて取り組むこととし、首都高日本橋地

下化検討会で取りまとめられた計画案をもとに、令和元年に都市計画を変更した。

現在、首都高速道路株式会社により地下化工事が進められている。地下化に当た

り江戸橋ＪＣＴ周辺の渋滞緩和を図るため、江戸橋ＪＣＴの都心環状線連結路を

廃止することから、必要となる大型車の交通機能確保策について、首都高都心環

状線の交通機能確保に関する検討会において検討され、新たな都心環状ルートと

なる新京橋連結路（地下）のルートや構造、事業スキーム等が取りまとめられた。 

築地川区間については、老朽化した擁壁の取替えとあわせ、急カーブの解消等

による走行安全性の向上とともに、晴海線との接続形態や分合流部の付加車線の

設置、道路上部空間の活用など、周辺のまちづくりと連携した更新計画が検討さ

れている。平成２６年にはこの区間の上部空間の活用を想定し、立体道路制度の

適用範囲が既存の高速道路に拡大された。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）日本橋周辺のまちづくりと連携し、首都高速道路の地下化工事を推進する

こと。これに伴い必要となる新京橋連結路（地下）の整備については、日本

橋区間の地下化工事の工程と合わせて事業を実施する必要があるため、早期

に事業化すること。 

首都高速都心環状線（日本橋区間、築地川区間）の大規模更新に当

たっては、都市再生プロジェクトなどのまちづくりと連携して取り組

むこと。 
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（２）築地川区間のうち、新京橋連結路（地下）との接続部については、早期に

工事着手すること。残る区間については、晴海線との接続を見据え、更新計

画を速やかに具体化し、晴海線の接続工事と一体的に事業を実施すること。 
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【協議事項】 

施策７ 国道等の整備推進 

 

＜国への提案要求内容＞ 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・建設局・港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

 都市交通の混雑を緩和し交通を円滑化するとともに、被災時における通行機能

を強化する都市幹線道路の体系的なネットワークを構築する必要がある。 

国道３５７号は、東京湾岸の広域的なネットワーク形成のみならず、国際化が

進む羽田空港へのアクセス向上や京浜三港の連携強化にも寄与する重要な路線で

あり、このうち、未整備の多摩川トンネルは、羽田空港周辺と川崎側の京浜臨海

部を結ぶ連絡道路の整備と同時に進めることとなっている。令和元年８月に多摩

川トンネル技術検討委員会が設置され、トンネル構造及び施工方法を検討すると

ともに、令和３年３月に羽田立坑工事に着手したところであるが、早期完成に向

け引き続き整備推進を図ることが重要である。 

国道１５号・品川駅西口駅前広場については、事業計画（平成３１年３月国土

交通省）が策定されるとともに、令和元年９月には品川駅西口基盤整備事業に係

る都市計画事業承認が告示された。また、国道１５号下を導入空間として検討中

の南北線延伸について、東京地下鉄株式会社が令和４年３月に鉄道事業許可を取

得した。 

国土交通省の令和４年度予算においても、前年度とほぼ同額が確保されたもの

の、道路関係予算が大幅に削減された平成２２年度と同規模となっており、骨格

幹線道路である国道の整備に支障を来すと危惧されるため、十分な財源確保が必

要不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国道３５７号のうち、多摩川トンネルについては、羽田空港周辺と京浜臨

 国道等の整備推進 

（１）国道３５７号（多摩川トンネル）について整備推進を図るこ

と。 

（２）国道１５号（品川駅周辺道路拡幅、品川駅西口駅前広場）に

ついて整備推進を図ること。 
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海部の連携強化に向けて、実施工程を示しつつ整備を推進し、早期開通を図

ること。 

（２）国道１５号については、「品川の顔」となる品川駅西口駅前広場の再編整

備に不可欠な都市基盤である。このため、品川駅周辺の関連する事業等との

連携を図った上で、本線と西口駅前広場の整備推進を図ること。 
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項目３  

首都圏鉄道網の拡充 
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【協議事項】 

施策８ 鉄道ネットワーク等の強化促進 
 
 

＜国への提案要求内容＞ 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京圏における今後の都市鉄道の在り方については、平成２８年４月の交通政

策審議会答申第１９８号において、国際競争力の強化に資する鉄道ネットワーク

のプロジェクト、地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプロジェ

クトとして、路線の新設・既設施設の改良に関するプロジェクトが挙げられてい

る。 

こうした答申に位置付けられた路線の実現には、事業主体や収支採算性、技術

的な課題等への対応が必要である。 

そこで都は、答申において「事業化に向けて検討などを進めるべき」とされた

路線等について、沿線の区市町や鉄道事業者等の関係者とともに、具体化に向け、

事業スキーム等の検討を実施するとともに、平成３０年４月に鉄道新線建設等準

備基金を創設して、財源の確保に努めている。 

また、令和４年２月に策定した「未来の東京」戦略 version up 2022 において、

各路線の取組の方向性をあらためて示したところである。 

都市鉄道ネットワーク等の強化 

（１）交通政策審議会答申第１９８号及び第３７１号において「事

業化に向けて検討などを進めるべき」とされた路線等の整備を

促進すること。 

（２）答申第３７１号に位置付けられた東京８号線の延伸及び品川

地下鉄については財源の確保、臨海地下鉄については事業計画

策定に向けた協力など、必要な措置を講じること。 

（３）ＪＲ中央線複々線化などの事業化に向けて、新しい整備の仕

組みづくりを検討するなど、早期に必要な措置を講じること。 
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とりわけ、令和３年７月の交通政策審議会答申第３７１号において、東京８号

線の延伸、品川地下鉄、臨海地下鉄の事業化に向けた課題解決につながる内容が

示された。 

東京８号線の延伸、品川地下鉄については、令和４年度早々から都市計画の手

続き等を実施している。 

臨海地下鉄については、令和３年９月に、国の参画も得て、事業計画検討会を

立ち上げ、事業計画の策定に向けた検討を進めている。  

また、多摩都市モノレールの延伸（箱根ケ崎方面）については、令和４年度よ

り都市計画等の手続きに着手することとしている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）答申において「事業化に向けて検討などを進めるべき」とされた路線の整

備促進 

交通政策審議会答申第１９８号及び第３７１号において「事業化に向けて

検討などを進めるべき」とされた路線等の整備に向けて、事業スキームを早

期に構築するとともに、補助制度の積極的な活用や拡充、財源の確保など必

要な措置をとること。 

（２）答申第３７１号に位置付けられた路線への確実な支援 

   答申第３７１号に位置付けられた東京８号線の延伸及び品川地下鉄につい

ては財源の確保、臨海地下鉄については事業計画策定に向けた協力など、必

要な措置を講じること。 

（３）新しい鉄道整備の仕組みづくりの検討などの措置 

整備効果が見込まれるものの、収支採算性に課題があるとされたＪＲ中央

線の三鷹・立川駅間の複々線化などの路線について、新しい整備の仕組みづ

くりを検討するなど、必要な措置をとること。 

また、地下鉄運転の時間延長など外国人の受入環境整備の推進策について

検討すること。 
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項目４  

大都市防災対策の強化、 

首都機能の維持、国土強靱化の推進 
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【協議事項】 

施策９ 豪雨・高潮対策の推進 

 

＜国への提案要求内容＞ 

１ 都市型水害対策の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

都はこれまで、時間５０ミリ降雨に対応可能な護岸、調節池等の整備を進め、

水害の早期軽減に努めてきた。しかし、近年、時間５０ミリを超える台風や局地

的集中豪雨に伴う水害が増加しており、降雨状況の変化への対応が急務となって

いる。東京は膨大な人・資産・情報が高度に集積された日本の中枢であり、大規

模な浸水が発生した際の被害とその影響は、非常に深刻で広範囲なものとなる。 

このため、平成２４年１１月に、年超過確率１/２０（区部時間最大７５ミリ、

多摩６５ミリ）の降雨に目標整備水準を引き上げ、時間５０ミリまでの降雨は護

岸整備を基本に、それを超える降雨には新たな調節池等により対処する「整備方

針」を策定した。この方針に基づき、護岸整備を着実に進めるとともに、優先度

の高い流域においては、環状七号線地下広域調節池や城北中央公園調節池等の大

規模事業の整備を本格化している。 

さらに、令和２年度末に策定した「未来の東京」戦略では、令和１２年度まで

に総貯留量約１５０万立方メートルの調節池を事業化することとしており、現在、

神田川など９河川において新たな調節池の事業化に向けた取組を行っている。ま

た、将来の地下河川化も見据え、環七地下広域調節池延伸に向けた取組を行って

いく。 

令和元年東日本台風など、近年全国各地で発生している甚大な水害や、今後の

気候変動による降雨量の増加等を踏まえ、都市型水害対策の一層の推進が求めら

れている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）都市型水害対策を推進するために必要な財源を安定的・継続的に確保し、

東京に必要額を確実に配分すること。 

（２）護岸整備に加え、調節池や分水路等の大規模事業に必要な財源を確保し、

確実に配分すること。 

１ 総合的な治水対策の推進 

都市型水害対策の推進に必要な財源を確保し、東京に必要額を確

実に配分すること。 
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・ 環状七号線地下広域調節池（石神井川区間） 

・ 下高井戸調節池（神田川） 

・ 城北中央公園調節池（石神井川） 

・ 境川金森調節池 

・ 境川木曽東調節池 

・ 谷沢川分水路 

（３）都が実施する気候変動を踏まえた今後の対策の検討にあたり、必要な助言

等を行うこと。 

 

 

２ 地震・津波・高潮対策の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

東部低地帯の河川では、これまで水門や堤防等の整備を着実に進め、関東大震

災時の震度に対する構造物の耐震性と、伊勢湾台風級の高潮に対する堤防の高さ

を確保してきた。 

しかし、東部低地帯の河川では、マグニチュード８．２の海溝型地震など、想

定される最大級の地震によって施設の一部が損傷し、津波等により甚大な浸水被

害が発生する可能性がある。 

このため、都は、このような地震が発生した場合においても各施設が機能を保

持し、津波等による浸水を防止するよう、東日本大震災を踏まえて策定した「東

部低地帯の河川施設整備計画」（平成２４年１２月策定）に基づき、堤防及び水門

・排水機場等の耐震・耐水対策を進めてきた。さらに令和４年度からは、耐震対

策の対象範囲を拡大した「東部低地帯の河川施設整備計画（第二期）」（令和３年

１２月策定）に基づき、堤防約５７キロメートル、水門等９施設において対策を

進めており、特に優先度の高い水門・排水機場等と水門外側の堤防については、

早期に対策を完了できるよう取組を推進していく。 

また、隅田川などの主要河川については、大地震に対する安全性を高めるとと

もに、水辺環境の向上を図るため、背後地開発と連携してスーパー堤防等の整備

を早期に推進していく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地震・津波・高潮対策の推進は、低地帯に暮らす３００万人の命と、人口、

資産が高度に集積する首都の機能を守るため、待ったなしの課題であること

から、東京に必要額を確実に配分すること。  

 

東部低地帯の河川における地震・津波・高潮対策の推進に必要な

財源を確保し、東京に必要額を確実に配分すること。 
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（２）特に優先度の高い水門・排水機場等と水門外側の防潮堤の地震・津波対策

については、早期に対策を完了できるよう、必要な財源を確保すること。 

（３）背後地開発と連携して推進する都のスーパー堤防整備について、必要な財

源を確保すること。 
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（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

日本の中枢機能が集中する首都東京に大規模地震が発生し、海岸保全施設の機

能が失われると、約３００万人が暮らす沿岸部低地帯に海水が浸入し、甚大な被

害を受けるおそれがある。また、将来の気候変動に伴う海面水位の上昇や台風の

強大化等による被害の拡大も懸念されている。  

首都東京が機能不全に陥れば、我が国の社会・経済活動、国民生活への影響は

計り知れない。  

このため、水門・防潮堤等の海岸保全施設の耐震性強化を図るなど、東京港に

おける地震・津波・高潮対策を強力・早急に推し進めていかなければならない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

最大級の地震や台風に備え、水害から都民の生命・財産、首都東京の中枢機能

を守るため、海岸保全施設の耐震性強化を図るなど、東京港における地震・津波

・高潮対策を強力・早急に講じられるよう、必要な財源を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 東京港の地震・津波・高潮対策の推進 

都民の生命と財産を守り、首都東京の中枢機能を確保するため、

東京港における地震・津波・高潮対策を早急に講じられるよう、必

要な財源を確保すること。 
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１ 大規模水害対策の推進 

（提案要求先 内閣府・国土交通省） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成１８年６月、中央防災会議に「大規模水害対策に関する専門調査会」が設
置され、平成２２年４月に報告書がまとめられた。 
その報告書の想定によれば、荒川及び利根川などの大河川が氾濫すると、首都

圏で最大５３０ｋ㎡が浸水し、約２３０万人に影響が出るとされている。 
都内においても、近年の地球温暖化などにより大規模水害の危険性は増してい

る。こうした膨大な避難者や甚大な経済被害が想定される大規模水害については、
荒川や利根川などの大河川を管理する国が、責任を持って地方自治体を越えた総
合的な対策に取り組むことにより、被害の軽減等を確実に推進することが極めて
重要である。 
国は報告書を受け、平成２４年９月に「首都圏大規模水害対策大綱」を取りま

とめ、平成２５年１１月に「首都圏大規模水害対策協議会」を設置した。平成２

８年６月には、中央防災会議防災対策実行会議の下に、「洪水・高潮氾濫からの大
規模・広域避難検討ワーキンググループ」を立ち上げ、平成３０年３月に報告書
を公表し、洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難に関する基本的考え方を示し
た。この報告書を踏まえ、首都圏における大規模水害時の広域避難の実装に向け、

行政機関等の関係機関が連携して取り組むべき事項について整理するとともに、
関係機関間の連携・役割分担のあり方について検討するため、同年６月、内閣府
・都と共同で、「首都圏における大規模水害広域避難検討会」を設置した。同検討
会は、令和３年６月に「大規模水害時における住民避難の考え方と今後の取組方
針」をとりまとめ、「広域避難だけではなく、現実的に対応可能な複数の避難行動
を組み合わせて、大規模水害時の住民避難を検討していくことが重要」とし、さ
らに、「安全な避難先として、親戚・知人宅等の避難先を住民が自ら確保し、自主
的に避難することを強く推奨する」とした。そして、令和４年３月には、同検討
会の報告として「広域避難計画策定支援ガイドライン」をとりまとめ、今後は、

同ガイドラインに基づき、避難手段・誘導等を踏まえた広域避難計画を策定する
こととした。 
広域避難計画の策定にあたっては、国も含めた関係機関間の具体的な調整・実

施手順等を整理していく必要がある。  
また、平成２７年の関東・東北豪雨、平成３０年７月豪雨、令和元年東日本台

風による豪雨、令和２年７月豪雨など、近年、各地で大規模水害が発生している。
都内においても、令和元年東日本台風により多摩川がいっ水するなど浸水被害が
発生している。荒川や利根川、多摩川等における水害対策は喫緊の課題であり、
こうした対策への取組を速やかに進める必要がある。 

３ 大規模水害対策の推進 

人口や産業が集積した首都圏では、荒川や利根川、多摩川等の国

が管理する大河川で大規模水害が発生した場合、被害が甚大となる

ため、国が責任を持って、大規模水害対策を確実に推進すること。 
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＜具体的要求内容＞ 

都県境を越える百万人単位の広域避難は、地方自治体だけでは十分な対応が困

難な課題であり、令和元年東日本台風で顕在化した事象も踏まえ、大規模水害時

の広域避難手段の確保や誘導等、国は強いリーダーシップを持って対策を推進す

ること。            
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２ 荒川第二・第三調節池の整備推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

荒川は、その氾濫原内に人口・資産が集積している東京都及び埼玉県を貫流す

る国土管理上最も重要な河川の一つであり、大規模な氾濫が発生した場合には、

首都圏に甚大な被害を与えることとなる。 

「荒川水系河川整備計画」においては、戦後最大洪水である昭和２２年９月洪

水（カスリーン台風）と同規模の洪水が発生しても災害の発生を防止することを

整備水準の目標としている。計画では基本高水のピーク流量１１，９００ｍ3/s

（岩淵地点）に対し、洪水調節施設により５，７００ｍ3/s を調節することとし

ているが、現在完成した４施設（荒川第一調節池、二瀬ダム、浦山ダム及び滝沢

ダム）だけではいまだ洪水調節量が不足している状況にある。このため、令和３

年１２月には荒川水系治水協定を見直し、荒川第一調節池内の荒川貯水池におい

て更なる事前放流による洪水調節が可能となった。  

荒川第二・第三調節池は、荒川の氾濫を防止し、下流に位置する首都東京の洪

水被害の軽減を図るため、極めて重要な施設であり、着実な整備が必要である。

令和３年８月には工事中においても段階的な効果発現を図るため、令和８年の出

水期までに既存の横堤等を活用し、約１，２００万 m3の洪水調節容量を確保する

方針が出されるなど、工事実施上の工夫が公表されているが、引き続き治水効果

の早期発現に向け、取り組んでいく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）荒川の氾濫を防止し、首都東京の洪水被害を軽減する荒川第二、第三調節

池の整備を着実に推進し、流域の安全性を早期に向上させること。 

（２）事業完了前に完成部分を段階的に供用するなど事業効果の早期発現に向け

た取組を引き続き検討すること。 

（３）事業の実施に当たっては、徹底したコスト縮減に努めること。 

首都圏の洪水被害の防止・軽減を図る、荒川第二・第三調節池の

整備を積極的に推進すること。 
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３ 災害対策としての高台まちづくりの促進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 近年の気候変動により水害が激甚化していること等を踏まえ、防災まちづくり

を強力に推進していくため、令和２年１月に国と都により「災害に強い首都「東

京」の形成に向けた連絡会議」を設置している。会議では、まちづくりによる高

台化の推進や、再開発事業による避難スペースを上部階に確保した建築物の整備

など、幅広く検討を進めており、同年１２月にとりまとめとなる「災害に強い首

都「東京」形成ビジョン」（以下「ビジョン」という。）を公表した。翌年３月、

高台まちづくり（高台・建物群）の推進に向け、ビジョンで取りまとめた方策の

具体化を図るため、会議の下に、地元区も含めた「高台まちづくり推進方策検討

ワーキンググループ」（以下「ワーキンググループ」という。）を設置し、地域の

避難計画とも連携しながら、モデル地区ごとに検討を行っている。 

高台まちづくりの手法として高規格堤防整備があり、その推進には土地区画整

理事業等との連携が有効であるが、実施に当たっては、住民等との合意形成や、

土地区画整理事業施行者の財政的負担などの課題がある。 

もう一つの手法である、避難スペースを確保した建築物等の整備・確保等によ

る建物群の形成についても、同じく令和３年度から、自然災害が発生した場合に

おける居住者等の安全確保のために必要な施設整備に対する支援制度として「都

市安全確保拠点整備事業」が創設され、また地域の防災拠点となる建築物の整備

促進のための支援制度である「地域防災拠点建築物整備緊急促進事業」が拡充さ

れ、水害時の避難者対応のための事業として「一時避難場所整備緊急促進事業」

が盛り込まれた。  

その大半が浸水区域となる東部低地帯の各区においては、水害時の避難スペー

スとなる高台確保に向け、こうした事業の適用を速やかに図っていくことが求め

られている。 

これらについては、速やかに、地元自治体も含めた事業者への支援ひいては高

台まちづくりの推進につなげられるよう、引き続き、国や地元自治体と連携して

モデル地区等での実践の中で生じた意見や課題等を踏まえ、速やかに制度の充実

を図っていく必要がある。 

また、公共施設等での避難スペースの整備・確保の推進に当たっては、道路の

高架部などについて、緊急的な避難先等としての活用を検討する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）土地区画整理事業等と高規格堤防整備事業の一体実施を一層促進するため、

低地部において、土地区画整理事業等と高規格堤防整備事業の一

体実施など、高台まちづくり（高台・建物群）を促進するために必

要な措置を講じること。 
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以下の措置を講じること。                                        

① 住民等の合意形成が円滑に進められるように、高規格堤防整備事業に係

る地権者の、直接移転先となる種地の確保を河川事業側でも行うこと。 

② 高規格堤防整備事業と土地区画整理事業等の一体実施における費用負担

の在り方について検討すること。 

③ 川裏法面の宅地としての利用や、堤防天端道路の建築基準法上の道路と

しての活用を可能とすること。 

  ④ 高規格堤防整備事業と一体的に実施する土地区画整理事業において、住    

民等の合意形成が円滑に進められるように、高規格堤防整備事業の用に供    

するため使用された土地での建替家屋に対する固定資産税（家屋）の減税    

措置については引き続き期間延長を行うこと。 

（２）昨年度制度創設された「都市安全確保拠点整備事業」及び拡充された「地

域防災拠点建築物整備緊急促進事業」については、地元自治体も含めた事

業者への支援ひいては高台まちづくりの推進につなげられるよう支援対象

の拡大や予算確保を行うとともに、モデル地区等における高台まちづくり

の実践の中で生じた意見や課題なども踏まえ、地域特性を踏まえた支援に

ついても引き続き検討を行うこと。また、「地域防災拠点建築物整備緊急

促進事業」については、事業期間の延長を行うこと。 

（３）大規模水害時において、首都高をはじめとする道路の高架部などを、緊

急的な避難先等として活用することについて、都及び高速道路会社、地域

の避難計画を担う地元区と連携して取組を推進すること。 
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４ 大規模水害時における排水対策の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局・港湾局・下水道局） 

 

＜現状・課題＞   

東京の東部低地帯では、地盤面が海面あるいは河川水位よりも低い地域が広範

囲に広がっているため、高潮や洪水等により、大規模な水害が発生すると、長期

間にわたり浸水が継続することが想定される。  

このため、都は、「大規模水害時の排水作業準備計画検討委員会」を設置し、

国が策定した荒川や利根川などの排水作業準備計画と整合を図りつつ、平成３０

年３月に公表した高潮浸水想定区域図に基づく排水作業準備計画の策定を進め

ており、関係機関との協議を踏まえて今年の本格的な台風シーズン前に公表す

る。大規模水害発生時には、これらの準備計画を踏まえた排水計画を作成し、排

水作業を実施することとしている。  

また、大規模水害時にも必要な排水施設となる排水機場等について、耐震・耐

水対策を推進するとともに、浸水期間の短縮に向けた排水機能の強化について検

討を進めている。  

大規模水害発生後、早期に復旧・復興を図るには、速やかな排水により浸水を

解消することが重要であるため、国と都が連携して、排水対策を進めていく必要

がある。  

  

＜具体的要求内容＞  

（１）大規模水害時においては、国が主導し都と密に連携を図り、排水計画に基

づき速やかに排水を実施すること。  

（２）大規模水害発生後、速やかに浸水が解消できるよう、国が管理する排水機

場の増強について検討すること。  

（３）浸水期間の短縮に必要な排水機場の耐水化などについて、財源の措置や技

術的支援を講じること。 

東部低地帯における高潮や荒川の洪水等による大規模水害時にお

いて、迅速な救助、早期復旧・復興に向けた排水対策を、都と連携

して推進すること。 
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【協議事項】 

施策 10 首都直下地震への備え 

 

＜国への提案要求内容＞ 

１ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の促進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

東日本大震災では、道路分断などにより、発災後の早急な救命救急活動や物資

輸送が滞るなど大きな支障が生じ、緊急輸送道路の機能の確保の重要性が改めて

明らかになった。 

首都直下地震の切迫性が指摘されている東京においても、大地震が起きた際に

都民の生命・財産を守るとともに首都機能を確保するため、防災拠点や他県等と

連絡する緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化を進め、建物の倒壊による道路閉塞

を防止することは喫緊の課題である。緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を早急か

つ強力に促進するため、継続して必要な財源を確保・拡充するとともに、以下の

とおり施策を充実することが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に重点的に取り組む地方公共団体を支援す

るため、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業の耐震診断・耐震改修等の費用助

成について、必要な財源を確保するとともに、国の交付率を引き上げるなど拡充

を図ること。 

１ 建築物の耐震化の推進 

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業の耐震診断・耐震改修等の

費用助成について、必要な財源を確保するとともに、国の交付率を

引き上げるなど拡充を図ること。 
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２ 住宅の耐震化の促進 
（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

首都直下地震の切迫性が指摘されている中、地震発生時に住宅が倒壊した場合、

道路閉塞や出火により避難・救援活動が妨げられ、大規模な市街地火災につなが

るおそれがある。都民の生命・財産の保護及び地域の被害の軽減を図るため、住

宅の耐震化のスピードアップを図り、都が定めた目標である令和７年度までに耐

震性が不十分な住宅のおおむね解消を達成するため、重点的に促進する必要があ

る。しかし、住宅・建築物安全ストック形成事業における耐震改修等への国の交

付率は、現在１１．５％であり十分ではない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

住宅の耐震化を促進するため、住宅・建築物安全ストック形成事業について必

要な財源を確保するとともに、国の交付率を引き上げる等拡充を図ること。 

住宅の耐震化を促進するため、住宅・建築物安全ストック形成事

業について必要な財源を確保するとともに、国の交付率を引き上げ

る等拡充を図ること。 
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１ 災害に強い都市構造の確保 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２８年１２月に新潟県糸魚川市で発生した大規模な市街地火災では、木造

住宅等が密集する市街地で火災が発生した場合の危険性が改めて明らかになっ

た。 

首都直下地震による東京の被害想定では、建物の全壊・焼失は約１９万棟にも

及ぶとされている。 

また、都内には大規模な市街地火災が発生するおそれのある木造住宅密集地域

は、約８，６００ｈａ存在する。 

大地震から都民の生命と財産を守るとともに、首都機能の確保を図るため、延

焼を防止する延焼遮断帯の形成や、それに囲まれた内側の市街地の不燃化、都民

の生命を守る避難場所の確保など、災害に強い都市構造を早期に確保することが

重要である。 

しかし、延焼遮断帯の形成率は約６７％、木造住宅密集地域の中で震災時に特

に甚大な被害が想定される地域（整備地域）の不燃領域率は約６２％にとどまる

など、いまだ不十分な状況にある。 

都は、首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、木造住宅密集地

域の改善を加速させるため、平成２３年度から、従来より踏み込んだ取組を支援

する「不燃化特区制度」や、延焼遮断帯を形成する主要な都市計画道路である「特

定整備路線」を事業化し、整備を進めている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

木造住宅密集地域において、道路整備と沿道の不燃化を重層的に推進すること

により、震災時の延焼拡大を防止し避難路としても機能する「延焼遮断帯」の整

備を図るため、 

（１）「特定整備路線」をはじめとする街路事業について、必要な財源を確保す

ること。 

（２）都市防災総合推進事業について、必要な財源を確保すること。 

（３）都市防災総合推進事業の都市防災不燃化促進について、事業の着手を更に

促進するため、補助採択要件を不燃化率７０％以上の場合と同程度の安全性

の確保と一律にするのではなく、道路幅員に応じた柔軟な採択要件（都の延

焼遮断帯形成基準※を参照）にすること。 

 

２ 木造住宅密集地域の整備促進 

延焼遮断帯の整備を推進するため、必要な財源を確保するととも

に補助要件を見直すこと。 
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（例） 

・幅員２０ｍの場合、不燃化率６０％で補助採択 

※ 都の延焼遮断帯形成基準：都市計画道路等の路線ごとに、市街地火災に

対する焼け止まり効果の有無を延焼シミュレーションにより測定し、道路

幅員に応じた不燃化率の形成基準を定めたもの。 

 
 

２ 地域の防災性の向上 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２８年１２月に新潟県糸魚川市で発生した大規模な市街地火災では、木造

住宅等が密集する市街地で火災が発生した場合の危険性が改めて明らかになった。 

都内には、震災時に大規模な市街地火災が発生するおそれのある木造住宅密集

地域が広範囲に分布しており、約８，６００ｈａ存在している。 

都は、これまでも、延焼遮断帯の形成とともに建築物の不燃化・耐震化を進め

てきたが、木造住宅密集地域の中で震災時に特に甚大な被害が想定される地域（整

備地域）の不燃領域率は約６２％にとどまるなど、いまだ不十分な状況にあり、

延焼遮断帯に囲まれた内側の市街地の不燃化など、地域の防災性の向上を図るこ

とが重要である。 

都は、首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、木造住宅密集地

域の改善を加速させるため、平成２３年度から、従来より踏み込んだ取組を支援

する「不燃化特区制度」により、市街地の不燃化を強力に進めている。 

また、特に、延焼遮断帯に囲まれた内側の市街地の改善を進めるため、防災上

重要な生活道路の整備を促進することで、沿道建築物の不燃化・耐震化を促進す

る取組を平成２８年度より開始した。具体的には、地域ごとに、震災時の緊急車

両の通行や円滑な消火・救援活動が可能な幅員６ｍ以上の道路や、避難に有効な

４ｍ以上の道路（以下「防災生活道路」という。）を計画に位置付けて道路の拡

幅整備を計画的に進め、併せて沿道の建替え工事費の一部を助成し、不燃化の更

なる加速と道路の整備を進めている。 

また、電柱の倒壊による道路閉塞など、防災生活道路の機能に支障が生じない

よう、無電柱化を促進していく。 

こうした取組を着実に実施していくためには、引き続き安定的・継続的に財源

木密地域の早期かつ着実な防災性向上を図るため、必要な財源を

確保するとともに、既存事業の要件緩和等に取り組むこと。 

特に、延焼遮断帯に囲まれた内側の市街地において、防災上重要

な生活道路の整備やその沿道の不燃化を促進するため、必要な財源

を確保するとともに、既存事業の要件緩和等を行うこと。 
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を確保することが必要不可欠である。 

さらに、老朽化した木造建築物の建替え等による市街地の安全性向上を図るた

め、延焼防止性能の高い建築物の建蔽率の制限緩和や防火規制の合理化などを盛

り込み平成 30 年度に改正された建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）を踏ま

え、木造住宅密集地域の改善を進めることが重要である。 

加えて、木造住宅密集地域の改善を加速するため、道路の拡幅整備などに伴い

移転が必要な権利者や、無接道等により老朽建物の建替えが困難な権利者などの

生活や既存コミュニティに配慮した、魅力的な移転先を確保するとともに、移転

により生じた種地を防災まちづくりに活用する新たな取組に着手する必要がある。

民間建設型都市再生住宅等整備事業については、補助対象となる移転対象地区が

限定されていることや、一般住宅等と合築する場合において、設計費の補助割合

が面積按分されることから、民間事業者の利用が促進されず、事業の推進が困難

となっている。 

なお、首都直下地震等による壊滅的な被害の発生を回避できるよう、国と東京

都がハード・ソフト両面から連携し、防災まちづくりを強力に推進していくため

に令和２年１月に設置した「災害に強い首都「東京」の形成に向けた連絡会議」

においても、課題や今後の取組について幅広く議論し、同年１２月には「災害に

強い首都「東京」形成ビジョン」をとりまとめた。今後は、ビジョンを踏まえ、

安全で魅力的な街並みとなる市街地の形成に向けた取組が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

木密地域の不燃化を加速するため、以下のとおり不燃化建替え、防災生活道路

をはじめとした細街路の拡幅や沿道の不燃化、延焼遮断帯の形成、無電柱化の促

進等、防災都市づくりに資する事業への財源の優先的な確保と既存事業の要件緩

和や新たな制度の創設を行うこと。 

（１）住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）については、必要な財

源を確保するとともに、早期かつ着実に防災性の向上を図るため、共同住宅

等への建替えについては、国費率を従来よりも引き上げることや、共同施設

整備の対象範囲を全ての建替え規模に対応できるよう、拡充すること。 

（２）住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）の建替促進事業による

戸建てから戸建てへの建替えについて、隣地取得や敷地面積などの要件を更

に緩和すること。 

（３）都市防災総合推進事業において、避難経路転換用地の取得について、道路

を新設する場合に幅員４ｍ未満の部分の用地費も補助対象化し、対象地域に

関しても、重点密集市街地に限らず設定できるよう要件を緩和すること。 

（４）一時集合場所等への避難経路となる防災生活道路等の沿道の不燃化促進の

ため、既存制度の要件緩和に取り組むこと。 

・住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）の延焼遮断帯形成事業

における、対象戸数や幅員に関する要件の緩和 

・都市防災総合推進事業の都市防災不燃化促進における不燃化促進区域や助

成対象建築物に関する要件の緩和 

・上記又は防災生活道路沿道の不燃化促進に対する助成制度の創設 

（５）また、狭あい道路における無電柱化を促進するため、必要な財源を確保す

ること。 
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道路・橋梁
りょう

整備の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

首都東京は、日本の全人口の１割を超える約１,４００万人（令和４年２月１日

時点）が生活し、総生産額が全国で最大となっており、人やモノ、企業が集積し、

日本経済の中枢を担っている。しかし、都市計画道路の完成率は、約６４パーセ

ントといまだ道半ばで多くの未完成区間が存在している。また、混雑時平均旅行

速度が区部においては、全国平均約３３ｋｍ／ｈの半分以下で、国内主要都市と

比較して低い水準にある。このことが、慢性的な交通渋滞を生じさせ、都市機能

の停滞や都市環境の悪化を招いている。 

首都東京の持続的成長に向けて、新型コロナウイルス感染症の収束後も見据え

た中長期的な視点を持ちつつ、雇用や消費等の短期的な効果に加え、人やモノの

移動時間の短縮による生産性の向上などのストック効果を最大限に発揮する首都

東京の道路整備が極めて重要である。 

令和元年東日本台風では、河川の氾濫等により道路が寸断され孤立集落が生じ

るなど、改めて道路ネットワーク整備の必要性が明らかになった。 

そのため、首都圏三環状道路のみならず幹線道路ネットワークなどを早期に整

備し、首都東京の渋滞解消・防災性の向上・環境改善を図ることが喫緊の課題と

なっている。 

さらに、都では首都直下地震の発生が懸念される中、高度防災都市の実現に向

け、震災時に特に甚大な被害が想定される約６，５００ヘクタールの整備地域に

おける防災性の向上を図る都市計画道路（特定整備路線）の整備を推進すること

となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

首都直下地震の切迫性を踏まえ、特定整備路線を重点配分対象事業に位置付け

るなど、整備に必要な財源を確保し、確実に配分すること。 

・ 整備地域における防災性を向上させる特定整備路線 

   放射３２号線、補助２６号線、補助２９号線など 

 

 

３ 道路・橋梁
りょう

事業の推進 

日本経済のけん引役である東京のインフラの強化は、日本全体の

活性化につながり、投資効果も高いことから、東京の道路整備を着

実に推進するため、必要な財源を確保し、東京に必要額を確実に配

分すること。 
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４ 無電柱化事業の推進 

（提案要求先 総務省・資源エネルギー庁・国土交通省・観光庁） 

（都所管局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

無電柱化事業は、災害時に電柱の倒壊による道路閉塞を防ぐとともに電線類の

被災を軽減するなど、東京の防災機能の強化のためにも重要である。 

また、安全で快適な歩行空間の確保や良好な都市景観の創出を図る上でも重要

な事業である。 

都は、昭和６１年度から７期にわたる無電柱化に関する整備計画を策定すると

ともに、平成２９年には都道府県で初となる東京都無電柱化推進条例を制定し、

国や区市町村、関係事業者と連携して無電柱化を計画的に推進してきた。 

その結果、都道の地中化率は約４４パーセントに達しているが、諸外国の都市

と比較するといまだ大きく立ち遅れており、特に区市町村道のような狭あいな道

路における無電柱化はあまり進展していない。 

そこで、これまでの歩み以上に無電柱化の取組を加速させるため、年間整備規

模の倍増による都道のスピードアップ、島しょ地域における無電柱化の推進、区

市町村道への支援強化など、７つの戦略を掲げた「無電柱化加速化戦略」を踏ま

え、令和３年６月に条例等に基づく「東京都無電柱化計画」を改定した。この中

で、２０４０年代に向けた無電柱化の基本的な方針や目標を定めるとともに、今

後５か年の整備計画を示した。さらに、台風等の自然災害に強い島しょ地域を実

現するため、令和４年１月に「東京都島しょ地域無電柱化整備計画」を策定した。 

区市町村道においては、あらゆる支援メニューを強化し、都の財政支援を拡充

するとともに、木造住宅密集地域などにおいて、震災時の円滑な消火・救援活動

や避難に資する主要な生活道路の整備や、市街地整備事業など、大規模開発から

宅地開発まで、まちづくりのあらゆる機会において、無電柱化を促進していく。 

 また、無電柱化を更に進めるためには、企業者向けイベント等の機会を捉えて、

都の無電柱化の取組状況や低コスト手法の導入等について、積極的に事業者に対

してのＰＲを実施するなど、民間の技術開発による関係事業者間の競争を促し多

様な整備手法や低コスト手法の技術革新を促進していくことも重要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）東京の防災力を高め、「セーフシティ」の実現に向けて、都内全域での無

電柱化をより一層推進するため、事業推進に必要な財源の確保と補助率の引

上げを図ること。 

 

都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市

景観の創出を図るために、無電柱化の実施に必要な財源を確保し、

東京に必要額を確実に配分すること。 
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（２）国道においても、都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良

好な都市景観の創出を図るために無電柱化を一層推進すること。 

（３）区市町村道等の道幅の狭い道路の無電柱化を促進させるため、更なるコス

ト縮減とコンパクト化を図る無電柱化技術の開発等を推進すること。 

（４）無電柱化の取組を更に加速するため、電線管理者への支援も含め、単独地

中化方式など多様な事業手法が活用できるよう、制度設計や電線管理者との

調整を行うこと。 

（５）島しょ地域等において「観光地域振興無電柱化推進事業」について、必要

な財源を確保するとともに対象地域の拡大を図ること。 

（６）無電柱化事業を一層推進するため、防災・減災、国土強靱化のための５か

年加速化対策においても、必要な財源を当初予算も含め、通常費とは別枠で

安定的に確保し、確実に配分すること。 
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（提案要求先 内閣府・総務省・財務省・国土交通省） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京都防災会議の｢首都直下地震等による東京の被害想定報告書｣（令和４年５

月）では、帰宅困難者は約４５３万人発生すると想定している。 

首都直下地震帰宅困難者等対策協議会の調査によれば、東日本大震災において

も、鉄道の運行停止により都内で約３５２万人の帰宅困難者が発生し、多数の帰

宅困難者が駅前に滞留するなど、課題が顕在化した。首都直下地震等の大規模地

震が発生し、多くの人が帰宅を開始した場合、建物倒壊や火災などで、帰宅困難

者自身が危険にさらされるだけでなく、発災後に優先して実施していかなければ

ならない救助・救護・消火活動・緊急輸送等を妨げることになりかねない。 

このため、企業や学校等における施設内待機や鉄道事業者等の利用者保護など

の一斉帰宅の抑制、行政と民間事業者の協力による一時滞在施設の確保、家族と

の安否確認や正確な情報提供に必要な情報通信基盤の整備、安全が確認された後

の代替輸送も含めた帰宅支援などの対策を強化する必要がある。 

都ではこうしたことを踏まえ、都と国で、経済団体、鉄道事業者等と横断的な

課題について検討する協議会を設置し、官民それぞれが連携して行う対策につい

て、平成２４年９月に最終報告を取りまとめた。都は、この協議会での議論を踏

まえ、平成２５年４月に東京都帰宅困難者対策条例（平成２４年東京都条例第１

７号）を施行しているが、対策はまだ道半ばである。 

特に、民間事業者による従業員の一斉帰宅の抑制や利用者保護の徹底とそれに

必要な備蓄の推進、民間事業者による帰宅困難者の受入促進、帰宅困難者に対す

る情報提供など、広域的課題について大きな役割を果たすことは国の責務であり、

国をはじめ都や民間事業者を含めた社会全体で取り組む総合的な帰宅困難者対策

を推進する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）自治体が民間事業者の協力を得ることの障害を取り除くため、法改正を行

い、首都圏だけでなく全国共通の「発災時の損害賠償責任が事業者に及ばな

い制度」の創設を国として早期に実現すること。 

（２）「帰宅支援」について、要配慮者の特別搬送に関するマニュアルの策定や

鉄道運行の早期復旧を図れる体制づくりなどオペレーションに係る検討を

進めること。 

５ 帰宅困難者対策の推進 

大震災時に発生する帰宅困難者に対し、一斉帰宅の抑制、一時滞在

施設の確保、安否確認や情報提供のための体制整備、帰宅支援など、

総合的な帰宅困難者対策を推進すること。 
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６ 首都直下地震等への備え 

首都直下地震対策の具体的な推進 

（提案要求先 内閣官房・内閣府・国土交通省） 

（都所管局 総務局・政策企画局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２５年１１月、首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持

を図るとともに、首都直下地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護

することを目的として、首都直下地震対策特別措置法（平成２５年法律第８８号。

以下「法」という。）が制定され、同年１２月に施行された。平成２６年３月には、

法に基づく緊急対策区域・首都中枢機能維持基盤整備等地区が指定され、前者に

は東京都の全区市町村が、後者には東京都千代田区、中央区、港区及び新宿区が

含まれることとなった。 

また、同月には、法に基づく首都直下地震緊急対策推進基本計画（以下「基本

計画」という。）が閣議決定された。平成２７年３月には、今後１０年間で達成す

べき減災目標を設定するとともに、当該目標を達成するための施策について具体

目標等を定めることを内容とする基本計画の変更がなされた。この変更に伴い、

具体的な目標と、目標達成に係る所管省庁が明確となったが、依然として当該目

標達成に向けて事業を具体的に実施する主体が明確になっていない。さらに、法

では、緊急対策区域に指定された区市町村を含む都県は地方緊急対策実施計画（以

下「地方計画」という。）を作成することができるとされているが、現時点では地

方計画等に位置付けられた首都直下地震対策に対する国の具体的な財政上の措置

等は図られていない。 

平成２８年熊本地震、平成３０年の大阪府北部を震源とする地震や北海道胆振

東部地震といった相次ぐ大地震の発生により、避難所等の防災拠点となる施設の

耐震化、円滑な物資輸送、り災証明書の発行など、防災対策の実効性を高める上

での課題が改めて明らかになった。また、令和４年５月に、東京都が公表した「首

都直下地震等による東京の被害想定」では、発災後の時間軸に応じた被害の様相

を明らかにしており、課題の解決に向けた具体的な取組が求められている。 

一方、首都機能のバックアップに関しては、基本計画に基づき作成された政府

業務継続計画においては、被害想定を上回る事態を想定し、同計画で定められて

いる代替拠点以外の代替拠点への移転に関して、さいたま新都心等の東京圏内の

地区のほか、東京圏外も含め代替拠点となり得る地域を対象に、既存の庁舎、設

備及び資機材の活用等に係る具体的なオペレーションについて検討していくこと

首都直下地震等の災害から住民の生命と財産を守るとともに、首

都機能への打撃を最小限にとどめるため、財政上の措置を講じるな

ど、首都直下地震対策を具体的に推進すること。 
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としている。 

しかし、発災時に可能な限り速やかに機能する体制を構築するためには、でき

得る限り、物理的・時間的にも近接で確実な立ち上げが可能なさいたま新都心な

ど首都圏内の拠点を活用すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都直下地震をはじめとする災害から首都圏３，５００万住民の生命と財

産を守るとともに、国の政治経済の中枢機能への打撃を最小限にとどめるた

め、基本計画において「政府が講ずべき措置」として掲げられている対策に

限らず、国が責任を持って防災力の更なる強化のための施策を着実に実施し

ていくこと。 

（２）法で定められている地方計画、首都中枢機能維持基盤等整備計画、特定緊

急対策事業推進計画などの中に位置付けられた、都をはじめ地方自治体が進

める首都直下地震対策に対して、具体的な財政上の措置等を講じること。 

（３）さいたま新都心を緊急災害対策本部の代替拠点として位置付けることをは

じめ、首都圏を構成する九都県市の集積を生かした、迅速かつ確実に機能し

得る首都機能のバックアップ体制の充実・強化を早急に進めること。 
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【協議事項】 

施策 11 都市インフラ機能の維持・保全 

 

＜国への提案要求内容＞ 

道路施設の予防保全型管理 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 橋梁
りょう

、トンネルの多くは、高度経済成長期に集中して建設されたため、高齢化

が進み、一斉に更新時期を迎えている。 

 このため、橋梁
りょう

の長寿命化修繕計画、及びトンネルの予防保全計画に基づく対

策を実施することにより、これまでの対症療法型管理から予防保全型管理へ転換

し、更新時期の平準化と総事業費の縮減を図るとともに、道路網の安全・安心を

確保することにより、将来世代にこれらの社会資本を良好な状態で継承していく

必要がある。 

 都は、平成２１年３月に「橋梁
りょう

の管理に関する中長期計画」、平成２７年１１

月に「トンネル予防保全計画」を策定し予防保全型管理の取組を導入している。

橋梁とトンネルにおいては、令和３年３月に計画改定を行い、共同溝及び擁壁に

おいても、令和４年３月に予防保全計画を策定した。引き続き、より一層の予防

保全型管理を推進していく。 

また、区市町村においても、橋梁
りょう

等の長寿命化修繕計画の策定を進めており、

今後、計画に基づく事業を実施していく予定である。 
 

＜具体的要求内容＞ 

（１）道路施設の予防保全型管理を推進していくため、長寿命化修繕計画に基づ

く対策を実施するために必要な財源を確保し、東京に必要額を確実に配分す

ること。 

（２）区市町村において、橋梁
りょう

等の長寿命化修繕計画の策定に必要な財源及び同

計画に基づく対策を実施するために、必要な財源を確保し、東京に必要額を

確実に配分すること。 

１ 道路・橋梁
りょう

事業の推進 

橋梁
りょう

やトンネル等の予防保全計画を策定し、これに基づく対策を

着実に実施することにより、既設施設を将来世代に良好な状態で継

承していくために必要な財源を確保し、東京に必要額を確実に配分

すること。 
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２ 下水道事業に対する交付制度の拡充 

下水道施設の老朽化対策に係る財源の確保及び制度の拡充 
（提案要求先 国土交通省）      

（都所管局 下水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京都区部では、延長約１６，１００キロメートルにも及ぶ下水道管を管理す

る中、法定耐用年数５０年を超えた管きょの延長が既に全体の約１６パーセント

に達し、再構築を実施しなかった場合、今後２０年間で約６５パーセントまで急

増する。また、約８割が合流式下水道であるため、管きょの老朽化は、汚水処理

機能の低下による住民生活や社会経済活動への甚大な影響のみならず、雨水排除

機能の低下による浸水リスクの増大にもつながる。  

あわせて、水再生センター・ポンプ所等についても、９８施設のうち約３割が

稼働から５０年を経過している。さらに、事業開始から５０年を経過した多摩の

流域下水道でも施設の老朽化が進行中であり、老朽化対策は喫緊の課題である。  

都における下水道工事は、用地の確保や地下埋設物がふくそうしている等、事

業者間の調整や工事の施工が非常に困難であり、事業の着手・完了までに多くの

費用と期間を要するため、財源の中長期的な確保が不可欠である。  

加えて、口径にかかわらず整備から５０年を経過した管きょを交付対象として

いた「下水道老朽管の緊急改築推進事業」は、平成２９年度末で終了しており、

計画的に管きょの再構築事業を推進するための恒久的な交付制度の創設が求めら

れている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

下水道サービスの継続的かつ安定的な提供のためには、法の規定に基づき国の

責務としての国費負担が不可欠である。 

（１）今後も、下水道事業を継続的かつ計画的に遂行するために、下水道施設の

老朽化対策に係る財源を確保し、必要額を確実に配分すること。 

（２）老朽化した下水道管が急増する状況においても、首都機能を確保し都民の

安全・安心で快適な生活が確保されるよう、口径にかかわらず、下水道管の

老朽化対策を実施できる新たな交付制度を恒久的に創設し、老朽化対策事業

を支援すること。 

（１）下水道事業を継続的かつ計画的に遂行するため下水道施設の老

朽化対策に係る財源を確保し必要額を確実に配分すること。 

（２）管きょの老朽化対策を支援する恒久的な制度として、老朽化対

策に係る新たな交付制度を創設すること。 
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項目５  

国際金融都市・東京の実現、 

外国人受入環境の改善 
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【協議事項】 

施策 12 金融系企業参入促進にかかる各種支援・ 

規制緩和 

 

＜国への提案要求内容＞ 

（提案要求先 内閣府・金融庁・法務省・財務省・厚生労働省） 

 （都所管局 政策企画局・財務局） 

 

＜現状・課題＞ 

都では、平成２９年１１月に策定した「国際金融都市・東京」構想を令和３年

１１月に「国際金融都市・東京」構想２．０へと改訂し、構想に掲げる施策の具

体化をスピード感を持って推進している。  

東京が世界をリードする国際金融・経済都市として輝くためには、都のみなら

ず国、官民連携金融プロモーション組織である「ＦｉｎＣｉｔｙ．Ｔｏｋｙｏ」、

民間の関係事業者が一体となってこうした施策に取り組むことが不可欠であり、

国の対応が期待される税制見直しや規制緩和などについて、以下の項目を要望す

る。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）金融系外国人材等が安心して活躍できる生活環境を整備するため、 

① 高度金融人材等のニーズにかなった家事使用人利用の促進を図るため、

特区による高度人材の家事使用人や親の帯同要件の更なる規制緩和を実現

すること。 

② 外国人の都内生活の利便性向上等の観点から、ペイロールカード口座へ

の賃金支払を可能とする労働基準法上の措置を実現すること。 

（２）ビジネス環境が充実したポテンシャルの高い都心の国有地など、産業の活

性化に資する拠点等となる場を確保すること。 

国際金融・経済都市の実現 

 東京が世界をリードする国際金融都市として輝くための都の抜本

的な取組を支援し、東京に必要な資源を集中的に投入すること。 
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【協議事項】 

施策 13 外国人の受入環境の整備促進、バリアフリー 

化の推進 

 

＜国への提案要求内容＞ 

（提案要求先 財務省・経済産業省） 

（都所管局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

新型コロナウイルス感染拡大を受け、事業者は、営業時の感染予防対策や売上

低下、スタッフ出勤不可による人手不足など様々な問題に直面している。 

キャッシュレス化の推進は、非接触による感染リスクの低減、レジや現金管理

・集計業務の短縮などの業務効率化、購買データの利活用による売上増加など、

人手不足への対応や生産性の向上が期待される。 

国は、令和元年１０月１日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、

キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、令和

２年６月３０日まで、中小・小規模事業者による「キャッシュレス・消費者還元

事業」を実施したところである。こうした取組を通じて、キャッシュレス決済の

普及は進展しつつあるが、キャッシュレス決済の手数料負担が重いことや導入の

メリットが見えづらいこと等が更なる普及の課題となっている。キャッシュレス

決済の利用拡大のためには、こうした中小・小規模事業者の現状を踏まえ、キャ

ッシュレス化の更なる普及促進に向けた環境整備が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

中小・小規模事業者のキャッシュレス化を推進するため、キャッシュレス決済

の手数料負担低減や導入メリットの定量化などの環境整備を図ること。 

 

 

１ 中小・小規模事業者のキャッシュレス化の推進 

キャッシュレス化の中小・小規模事業者への更なる普及促進に向

けた環境整備を図ること。 

-46-



１ ホームドア等の整備促進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐことを目的として、外出自粛要請

が出されたことにより、鉄道事業者の運賃収入が大きく減少している。そのよう

な状況においても、鉄道利用者のホームからの転落等による人身障害事故を防止

し、利用者や鉄道輸送の安全性を確保するため、ホームドア整備を加速させると

ともに、ホームドアが整備されるまでの間においても安全対策を促進する必要が

ある。 

 ホームドアの整備に当たっては、車両扉の位置の異なる列車への対応やホーム

幅の縮小、停車時間の増大による輸送力の低下、さらには、膨大な投資費用など

の課題があり、整備は進んでいない現状にある。 

 国は鉄道事業者のホームドア整備を促進するため、１０万人以上の駅を優先し

て設置費用に対する補助を実施しているが、都では整備を更に加速させるため、

「鉄道駅バリアフリーに関する優先整備の考え方」を公表し、令和２年度から、

１０万人未満の駅にも補助対象を拡大したところである。今後、都では、鉄道事

業者のホームドア整備を一層促進していく。 

 また、国が令和３年 12 月に創設したバリアフリー料金制度により、バリアフリ

ー化の加速が期待される。 

一方、同料金制度だけでは、都が掲げる整備目標を達成するための財源が確保

できない。このため、補助による整備促進も引き続き必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）安全対策に資するホームドア等の整備については、外出抑制による大幅減

収の中においても、計画どおりに実施することはもとより、更に加速させる

ため、鉄道事業者の積極的な取組を促すとともに、１０万人未満の駅を含め

整備に必要な財源を確保すること。 

（２）異なる扉位置の車両への対応やコスト縮減を図るための技術開発の支援等

を行うこと。 

 

２ 鉄道駅のバリアフリー化の推進 

（１）ホームドア等の整備を更に加速させるために必要な財源を確

保すること。 

（２）ホームドア等の整備を促進するため、コスト縮減を図るため

の技術開発の支援等を行うこと。 
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２ エレベーター等の整備促進 
（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐことを目的として、外出自粛要請

が出されたことにより、鉄道事業者の運賃収入が大きく減少している。そのよう

な状況においても、高齢者や障害者等をはじめ、鉄道駅を利用する全ての人の円

滑な移動環境を確保するため、エレベーター等の設置を促進する必要がある。 

これまでに、都内の約９割の駅でホームから出入口まで段差なく移動できる経

路が１ルート確保されているが、複数の出入口が離れた位置にある駅や乗換えに

段差のある移動を伴う駅等においてエレベーターの設置を加速させ、駅における

利用者の移動環境を更に高めていく必要がある。 

都では、駅利用者の移動等の円滑化を促進するため、駅におけるエレベーター

等の設置費用に対する補助を実施しているが、複数の出入口へのルートや乗換ル

ートのバリアフリー化を更に加速させるため、「鉄道駅バリアフリーに関する優

先整備の考え方」を公表し、令和２年度から、複数の出入口へのルートや乗換ル

ートのバリアフリー化への補助を拡大したところである。今後、都では、鉄道事

業者のエレベーター等の設置を一層促進していく。 

また、国が令和３年１２月に創設したバリアフリー料金制度により、バリアフ

リー化の加速が期待される。  

一方、同料金制度だけでは、都が掲げる整備目標を達成するための財源が確保

できない。このため、補助による整備促進も引き続き必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

１ルート未整備駅の解消や、最短経路を考慮したルートの複数化や乗換ルート

のバリアフリー化に向けたエレベーター等のバリアフリー施設の整備について

は、外出抑制による大幅減収の中においても、計画どおりに実施することはもと

より、更に加速させるため、鉄道事業者の積極的な取組を促すとともに、都がバ

リアフリー化を促進する駅の整備に必要な財源を確保すること。 

 

鉄道駅におけるエレベーター等のバリアフリー施設の整備を更に

加速させるために必要な財源を確保すること。 
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【協議事項】 

施策 14 国立公園の活用 

 

＜国への提案要求内容＞ 

（提案要求先 環境省） 

（都所管局  環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

都心部に近接する東京の国立公園は、国内外から年間約１，７００万人の観光

客が来訪しているが、その魅力や自然の豊かさについての認知度は高くなく、ア

クセスや利用のための施設も限られているなど、ポテンシャルが十分に引き出さ

れているとはいえない。 

一方、国は観光振興について、国立公園のナショナルパークとしてのブランド

化を目指す「公園満喫プロジェクト」を推進しており、この中で阿寒摩周国立公

園など、先行して対象となった全国８か所の国立公園において重点的な投資を行

っているが、８公園に準じる公園として追加で対象となった富士箱根伊豆国立公

園も含め、東京の国立公園への対応はいまだ十分ではない。 

国立公園事業については、平成１７年度にそれまで都道府県に措置されてきた

補助金制度が廃止され、国が直轄事業として執行することとなったが、その対象

事業は限定的なものとなった。 

さらに、国が行うとした事業の進捗も、極めて不十分であるため、現在、国立

公園施設の老朽化が進行している。 

一方、都が事業を実施するに当たっては、国立公園整備事業等を対象に平成２

７年度に自然環境整備交付金が、平成２９年度に環境保全施設整備交付金がそれ

ぞれ整備されたが、いずれも国の予算は十分なものと言えず、必ずしも継続的な

措置とは言えない状況である。 

ついては、各地域の実情やニーズ、あるいは利用の状況等に応じて、国立公園 

国立公園の活用 

（１）東京にある３つの国立公園について、ナショナルパークとして

のブランド化を進め、世界の旅行者が長期滞在したいと望む地と

すべく、アクセス改善を含む積極的な観光振興を図ること。 

（２）国立公園事業等、本来国が実施すべき事業については、国が着

実に実施するとともに、対象を拡大すること。やむを得ず都が行

う場合には、それに見合う財源を措置すること。 
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を適正に活用していくために、次の取組を早急に進めることが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）東京にある３つの国立公園について、ナショナルパークとしてのブランド

化を進めるため、「国立公園満喫プロジェクト」等により計画的・集中的な

投資を行うこと。   

また、国立公園内のアクセスや回遊性を向上させる歩道整備、エコツーリ

ズム推進のための人材育成等、地域の観光振興のために都や地元自治体が行

うハード・ソフト対策について支援策を講じること。  

その際、国立公園の豊かな自然環境の次世代への確実な継承を念頭におき、

保護と利用のバランスを十分に図ること。 

（２）国立公園の事業は、自然公園法上、国が執行することが原則であることか

ら、これらについて、着実に行うとともに、事業の対象を拡大すること。 

さらに、東京都域の利用施設整備に係る国立公園事業について、国による

執行が一部に限られ不十分なこともあり、これまで東京都が担ってきた経緯

がある。こうした現状に鑑み、やむを得ず都が行う場合には、必要な財源を

措置するとともに、執行のための協議を一括で行うなど、迅速に事業が行え

るよう制度の運用を図ること。 

また、国立公園整備事業を対象にした地方自治体に対する自然環境整備交

付金及び環境保全施設整備交付金については、十分な予算措置を図り、継続

的な支援を行うこと。 
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項目６  

戦略的な特区制度の活用 

-51-



【協議事項】 

施策 15 経済発展と社会的課題の解決を両立して 

いく新たな社会の実現 

 

＜国への提案要求内容＞ 

（提案要求先 デジタル庁・総務省） 

 （都所管局 デジタルサービス局） 

 

＜現状・課題＞ 

都は、国や関係する民間企業、大学などの学術機関、ＮＰＯ、都内の区市町村

や周辺の地方公共団体等との連携の下、都庁自身の持つデータに加えて、都内区

市町村、関係機関、民間企業等から得た公共データや民間データなどをオープン

ＡＰＩで呼び出し連携する、官民が連携したデータプラットフォーム（東京デー

タプラットフォーム）を構築していく。 

地方公共団体がデータプラットフォームを構築し、関連する民間等のスマート

サービスの実施を支援するには、個人情報等のデータのガバナンスに配慮し、適

切な情報の取扱いとデータの利活用促進を両立させることが重要である。また、

分野間・都市間で横断して持続的に活用できるプラットフォームとするために、

国のデータ収集に係る基盤整備の動向等を注視しながら、構築を進めていく必要

がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

安全・安心にデータが利活用される社会を、個人情報保護とデータ活用を両立

しつつ実現することを目的とした、官民連携データプラットフォームの構築及び

関連するスマートサービスの推進を図る都の取組を支援すること。 

 「スマート東京」実現に向けた高速モバイルインタ

ーネット網の早期構築等 

 安全・安心にデータが利活用される社会を、個人情報保護とデー

タ活用を両立しつつ実現することを目的とした、官民連携データプ

ラットフォームの構築及び関連するスマートサービスの推進を図る

都の取組を支援すること。 
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項目７  

女性・障害者の活躍促進 
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【協議事項】 

施策 16 働きながら子育て、介護しやすい環境の 

整備推進 

 

＜国への提案要求内容＞ 

１ 子供・子育て支援における施策の充実 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局・産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

 育児・介護休業法等の改正により、平成２９年１０月から、原則１歳までの育

児休業期間について、６か月の延長が２回まで（２歳まで）可能となり、それに

合わせ育児休業給付金の支給期間も延長された。 

 しかし、延長が認められるのは、保育所等の利用を希望しているが入所できな

い等の事情がある場合に限られており、その結果、例えば、保育所入所保留通知

書を求めて入所申込をするケースなども見受けられる。 

新型コロナウイルス感染症の影響により区市町村から登園を控える旨要請がな

され育児休業を延長した保護者について、認可保育所の内定を受けている場合に

は暫定的に育児休業給付金が支払われているが、認証保育所の利用のみを希望し

ていた場合には育児休業給付金の給付対象となっていない。 

 育児休業給付金の給付率は育児休業開始から６か月間は６７パーセント、その

後は５０パーセントとされており、家計収入が減となるといった理由から、育児

休業を切り上げざるを得ない場合がある。 

 事業主は従業員が育児休業の取得を申し出た場合、原則、認めなければならな

いが、事業主が不当な取扱いをした場合の罰則等は設けられていない。 

 働きながら子育てしやすい環境づくりを進めるためには、保育施策の充実だけ

ではなく、育児休業制度の見直しも必要である。 

 

 

 

１ 少子社会対策の推進 

働きながら子育てしやすい環境づくりを進めるため、育児休業制

度について、期間延長の条件撤廃や給付金の給付率引き上げ、事業

主による制度実施の徹底など制度改革を行うこと。 
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＜具体的要求内容＞ 

 育児休業を希望する子育て家庭が安心して制度を利用できるよう、以下の点に

ついて関係法令の改正等、必要な措置を講じること。 

（１）保育所等に入所できない場合等、育児休業期間延長の条件を撤廃すること。 

（２） 新型コロナウイルス感染症に係る育児休業給付金の暫定的取扱いについて

は、都の認証保育所等、地方が独自に実施する保育サービスにおいても認可

保育所と同様に取り扱うよう、速やかに対応すること。 

（３）育児休業給付金について、現行の給付率を更に引き上げること。 

（４）希望する従業員に育児休業を取得させない等の事業主に対しては企業名の

公表や罰則を設ける等、制度実施を徹底するための方策を講じること。 

    

 

２ 企業が取り組む次世代育成支援の推進 

（提案要求先 厚生労働省）             

（都所管局 産業労働局）  

 

＜現状・課題＞ 

 急速な少子化の進行は、我が国の社会経済活動においても深刻な影響を与える

ものであることから、企業における労働環境の整備や子育てと仕事を両立するた

めの方策を推進していく必要がある。 

令和２年度雇用均等基本調査によると、従業員の育児休業取得率は、女性が８

１．６％である一方、男性は１２．６５％となっており、男性の育児休業の取得

は十分に進んでいない。 

男性の育児休業の促進に向けては、「産後パパ育休」の新設や労働者に対する

個別の制度周知・意向確認の義務化などが盛り込まれた改正育児・介護休業法が

令和４年４月から順次施行されたことを踏まえ、社会的機運の醸成や企業に対す

る支援の充実を図り、職場の意識改革など、企業における取組を進めていく必要

がある。  

また、平成２９年１０月から、原則１歳までである育児休業を６か月延長して

も保育所に入れない場合等に限り、更に６か月（２歳まで）の再延長が可能とな

った。さらに、事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労

働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度（育児目的休暇等）の措置を設

けることが努力義務となったが、これらが職場で活用されるには、事業主への周

知啓発を強化する必要がある。 

中小企業の従業員等が、育児・介護休業法に基づく育児休業期間

の延長を活用できるよう、企業の自主的な取組を推進するとともに、

小学校就学後も利用できる所定労働時間の短縮措置等が図られるよ

うにする等両立支援制度の導入と定着に向けた施策を充実するこ

と。 
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加えて、保育との受入れ時間の差などがある小学校就学後も従業員が利用でき

る所定労働時間の短縮措置や育児目的休暇など、子育てと仕事の両立に向けた柔

軟な働き方ができる制度の導入や定着に自主的に取り組む中小企業等に対する支

援も重要である。  

なお、同法では、安心して育児と仕事の両立が図れるよう、いわゆるマタハラ

・パタハラ等の防止措置が義務化され、令和２年６月からは事業主及び労働者の

責務等、防止策が強化されている。こうした内容についても周知徹底を図るとと

もに、措置を行わない事業者に対しては適切に指導監督を行う必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

中小企業の従業員等が、育児・介護休業法に基づく育児休業期間の延長を活用

できるよう、企業の自主的な取組を推進するとともに、助成金の拡充や普及啓発

の強化、小学校就学後も利用できる所定労働時間の短縮措置等が図られるように

するなど両立支援制度の導入と定着に向けた施策を充実すること。 
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２ ライフ・ワーク・バランスの推進 

１ 働き方改革の推進 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

残業時間の上限規制や年次有給休暇の付与義務などを定めた働き方改革関連

法が、２０１９年４月から順次施行され、２０２０年４月からは中小企業に残業

時間の上限規制が適用されている。また、２０２３年４月には中小企業における

割増賃金率の猶予が廃止される。こうした中、経営基盤がぜい弱である中小企業

が、法を踏まえ適切に労働時間の短縮などを進めていくには、個々の実情に応じ

た対応を図れるよう支援を行うとともに、業務効率化などの生産性向上に向けた

支援も必要である。 

２０２０年１２月に閣議決定した「第５次男女共同参画基本計画」は、仕事と

生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）や多様で柔軟な働き方を実現するため、

週６０時間以上働く雇用者の割合や年次有給休暇の取得率、男性の育児休業取得

率など、２０２５年に達成すべき数値目標を設定している。 

このため、仕事と生活の調和の実現（ワーク・ライフ・バランス、都ではライ

フ・ワーク・バランスとして推進）に向けて、新たな目標を設定し、更なる取組

を推進していくことが重要である。 

一方、中小企業の働き方改革については、取引先からの短納期の発注や納期の

短縮など取引慣行が阻害となっていることから、こうした長時間労働につながる

商慣行の是正も必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

中小企業が働き方改革関連法を踏まえ、実情に応じた対応を図ることができる

よう、改正法の周知啓発とともに、働き方改革支援センターでの支援や助成金の

拡充など具体的な施策を充実すること。また、働き方改革に取り組む企業に対し

て、生産性向上に関する支援策を併せて実施すること。 

 

中小企業が働き方改革関連法を踏まえ、実情に応じた対応を図る

ことができるよう、働き方改革推進支援センターでの支援や助成金

の拡充など具体的な施策を充実すること。また、「働き方改革」に

取り組む企業に対して、生産性向上に関する支援策を併せて実施す

ること。 
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２ テレワークの推進 

（提案要求先 内閣府・総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省）             

  （都所管局 産業労働局）   

 

＜現状・課題＞ 

テレワークは、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を可能とするものであ

り、労働者のライフ・ワーク・バランスの向上による働き方改革の促進のほか、

企業にとっても、生産性の向上や多様な人材の確保、災害時の事業継続対策など

に有効である。 

都では、これまで東京 2020 大会における「交通需要マネジメント（ＴＤＭ）、

テレワーク、時差Ｂｉｚ」を一体的に推進する「スムーズビズ」の推進や、感染

症の拡大防止に向けた緊急対策などに取り組んできた。その結果、都内企業（従

業員３０人以上）のテレワーク実施率は約６割に達し、利用する社員の割合も大

幅に増加するなど、テレワークは急速に拡大している。  

この勢いを止めることなく、感染症の拡大防止と経済活動の両立を図りなが

ら、テレワークの更なる導入の促進と定着に向けた取組を強化していく必要があ

る。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１） デジタルトランスフォーメーションによる社会構造変革を見据え、テレワ

ークを企業に根付かせるためのルールの普及啓発を官民一体で進めるこ

と。 

（２） 中小企業をはじめ、企業のテレワーク機器・ソフトウェア等の導入や定着

を促進するための支援策を拡充すること。 

（３） 自宅だけでなく身近な地域におけるテレワークの実施環境の整備を促進

するため、民間企業や自治体等によるサテライトオフィス設置に対する支

援を行うこと。 

（４） テレワーク勤務の運用においては、非正規雇用の従業員も正規雇用の従業

員と同様に活用できるよう、企業に対し指導を行うとともに、非正規雇用

へのテレワークの導入が進むよう支援策を拡充すること。 

（５） 労働時間の管理やコミュニケーションの確保、通信環境の整備など、テレ

ワークの導入・運用上の課題を抱える企業に対して、テレワークガイドライ

ンの普及啓発を図るとともに、課題解決に向けたサポートを行うこと。また、

テレワークの導入が難しい業種において導入が進むよう、テレワークに必要

な業務改革などについて支援を行うこと。 

デジタルトランスフォーメーションによる社会構造変革を見据

え、テレワークの促進と定着に向けて、テレワークを社会に根付か

せるためのルールの普及啓発を進めるとともに、テレワークの導入

が難しい業種や非正規雇用への導入支援のほか、民間企業・自治体

等が行うサテライトオフィス整備に対する支援を行うこと。 
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【協議事項】  

施策 17 障害者の法定雇用率引上げに伴う企業への

支援 

 

＜国への提案要求内容＞ 

（提案要求先 厚生労働省） 

               （都所管局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

都における令和３年６月１日現在の民間企業の障害者の実雇用率は、２．０９

パーセントと過去最高を更新し、雇用障害者数も過去最高となっている。 

しかし、依然として法定雇用率２．３パーセントを下回っており、大企業の障

害者雇用は進展しているものの中小企業の障害者雇用は進んでいないなど、更な

る雇用促進の取組が必要である。 

障害者の雇用においては、雇用されても早期に離職する例が多く、職場定着の

支援が重要となっている。さらに、難病を抱える方の就職支援や雇用継続の支援

も課題となっている。 

また、国において重度身体障害者に対する支援として障害者雇用納付金制度に

基づく助成金等の拡充が図られているところであるが、こうした制度の着実な実

施を図るとともに、利用促進に向けた周知や施策の更なる充実が必要である。 

一方、障害者の雇用は有期雇用契約が多く、賃金も最低賃金といった場合も多

い。このため、安定的な雇用、処遇改善や将来を見据えたキャリア形成の支援な

ど、障害者が希望とやりがいをもって働ける環境整備が必要である。 

また、このような環境整備のためにも、改正障害者雇用促進法に基づく「障害

者差別禁止指針」及び「合理的配慮指針」の周知徹底などの普及啓発が重要であ

る。 

加えて、令和３年３月に民間企業の法定雇用率が２．３パーセントへ引き上げ

られたことに伴い、雇用義務の対象となる中小企業の範囲が拡大したことを踏ま

えて、中小企業をはじめ企業に対する更なる支援策が必要である。 

 

 

 障害者の就業支援策の一層の充実 

民間企業の法定雇用率２．３パーセントへの引上げを踏まえて、

企業に対する周知徹底や事業主に対する一層の支援策を講ずるこ

と。 
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＜具体的要求内容＞ 

民間企業の法定雇用率が２．３パーセントへ引き上げられたことを踏まえて、

精神障害者をはじめ障害者の雇用についての中小企業に対する普及啓発や、障害

者の雇用を更に拡大するためのテレワークの導入支援など、事業主に対する支援

策を講ずること。 
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項目８  

少子・高齢社会への備え 
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【協議事項】 

施策 18 大都市特有の保育ニーズへの対応に向けた 

取組の推進 

 

＜国への提案要求内容＞ 

子供・子育て支援における施策の充実 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

女性の社会進出等により、潜在需要を含め依然として高い保育ニーズに的確に

対応し、子供・子育て支援施策を更に充実させるためには、地方自治体の裁量を

拡大するなど規制改革を行う必要がある。 

 都の認証保育所制度は、０歳児又は１歳児保育や１３時間開所を全ての施設で

実施し、大都市特有の多様な保育ニーズに対応するなど、都の保育施策の重要な

柱の一つとなっている。こうした実績があるにもかかわらず、都の認証保育所は

国の財政支援の対象とされていない。 

 地域型保育事業では、設備・運営に関する基準の多くが、国の基準に従うもの

とされており、例えば、家庭的保育事業についても自園調理を原則とするなど、

事業形態等に即さない基準が設けられている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 多様化する保育ニーズに対応し、全ての子供と子育て家庭が保育の必要度に応

じてサービスを利用できるよう、地方自治体の裁量を拡大するなど規制改革を行

うこと。 

・ ３歳未満の低年齢児を中心に受け入れ、育児休業明けなど年度途中の入所

ニーズにも柔軟に対応している都の認証保育所の実績を認め、認証保育所を

国の制度に位置付け、十分な財政措置を講じること。 

 少子社会対策の推進 

多様な保育ニーズに対応するため、認証保育所の実績を認め、財政

措置を講じるとともに、地方自治体の裁量を拡大するなど規制改革を

行うこと。 
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【協議事項】 

施策 19 福祉人材定着のための仕組みづくり 

 

＜国への提案要求内容＞ 

大都市にふさわしい介護報酬及び施設基準の見直し 

  （提案要求先 厚生労働省）      

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 介護報酬は、介護サービスに要する平均的な費用の額を勘案しており、地域ご

との人件費の地域差を調整するため、地域区分を設定し、地域別・人件費割合別

（サービス別）に１単位当たりの単価を定めている。 

 地域区分については、統一的かつ客観的に設定する観点から、原則として、民

間事業者の賃金水準等を反映させたものである公務員（国家・地方）の地域手当

に準拠して設定しているが、公平性・客観性を担保する観点から、隣接地域の状

況によって、級地の変更を認める特例や経過措置が講じられている。 

しかし、これらによってもなお同一の生活圏及び経済圏を構成する周辺の自治

体と比較して低い設定となっている保険者もあり、そうした保険者からは、今後

のサービス事業の経営や人材確保に支障が生じる等の懸念が示されている。 

 また、地域区分の各サービスの人件費割合については、人員基準で規定してい

る介護、看護等の職種のみを勘案するという考え方を国は示している。この人件

費割合は、介護報酬改定に向けて国が実施する介護事業経営実態調査の結果等を

踏まえて、見直しが行われているが不十分であり、現行の介護報酬上の人件費割

合と、介護事業経営実態調査における収入に対する給与費の割合にはかい離が生

じている。 

 介護事業所・施設においては、人員基準で規定していない事務員等の人件費も

含めて介護報酬で賄うことが求められていることから、実態に即した人件費割合

を設定するとともに、その設定の根拠等についても明らかにすべきである。 

 なお、国は、減価償却費・物件費には有意な地域差が見られないこと及び土地

１ 高齢社会対策の推進 

介護報酬改定に向けて実施する介護事業経営実態調査等について

更なる精緻化を進め、人件費割合や物件費・土地建物の取得費等の

実態の把握・分析を適切に行った上で、東京の実態に合わせ、介護

報酬へ適切に反映すること。 
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代等が反映する居住費は原則として給付対象外となっていることから、人件費以

外の費用については地域差を勘案する必要がないとの考え方を示している。 

 しかし、建築価格や物価等の各種調査によると、減価償却費・物件費には明ら

かな地域差が生じている。また、施設サービスの居住費は原則利用者負担とされ

ているものの、居宅サービスにおいても一定の面積確保が設備基準で規定され、

その費用は介護報酬で賄うことが求められている。こうしたことから、人件費の

みならず物件費や土地・建物の調達費用についても、地域差を勘案すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）介護報酬改定が、客観的で信頼性の高いデータに基づき行われるよう、介

護事業経営実態調査等について、各サービスの物件費や土地建物の取得費等

を含めた事業者の経営状況の把握・分析を行うなどの精緻化を進め、介護現

場の実態を適切に把握すること。 

   また、把握したデータについて、社会保障審議会介護給付費分科会等での

検討に資するよう、可能な限りその集計・分析の根拠等も併せて公表するこ

と。 

（２）地域区分の級地の設定については、各区市町村からの意見を聴いた上で地

域の実情を踏まえた設定をすることや、隣接する保険者間の地域的な一体性

を確保するための調整を可能とするなど、広域的な調整等を行う仕組みにつ

いて、検討を行うこと。 

（３）介護報酬における各サービスの人件費割合については、介護事業の運営実

態を踏まえて適切に見直すこと。 

（４）物件費、特に土地・建物の取得費や賃借料等の地域差について、東京の実

態に合わせ、適切に介護報酬に反映すること。 
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多様な保育ニーズに対応するための支援の充実 
（提案要求先 内閣府・財務省・厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 保育所待機児童の解消に伴う近年の保育所整備等の増加により、都内における

保育人材の需要が大きく伸びている。令和３年度から令和６年度末までに全国で

約１４万人分の保育の受け皿を整備するためには、サービスの担い手となる保育

人材の確保及び定着が重要である。 

 保育士宿舎借り上げ支援事業は、平成２９年度から、採用後１０年目までの保

育士へ対象が拡大されたが、令和４年度は、採用後８年目までに縮小される見込

みである。また、保育士以外の職員は補助対象となっていない。 

 また、平成３０年度からは、待機児童数が５０人未満かつ有効求人倍率が全国

平均を超えていない区市町村、令和２年度からは、直近２か年の待機児童数が連

続して５０人未満かつ直近２か年の有効求人倍率が連続して全国平均以下の区市

町村、令和３年度からは、直近２か年の有効求人倍率が連続して２未満の区市町

村について、対象が採用後５年目までとされたほか、平成３０年度から、特別区

及び財政力指数が１．０を超える市町村については、交付額が従前の４分の３に

縮小されている。 

 さらに、令和２年度からは、補助基準額について、周辺の自治体と比較して低

い設定とされている自治体もあり、そうした自治体からは、離職者の増加や周辺

自治体への人材流出により保育士確保に支障が生じる等の懸念が示されている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

保育士宿舎借り上げ支援事業について、待機児童数や有効求人倍率にかかわら

ず補助対象となる採用後の年数を同一とすること。また、採用年数の縮小を見直

すことや保育士以外の職員も補助対象とするよう制度の充実を図ること。 

さらに、交付額が４分の３に縮小された区市町村について従前の算出方法に見

直すこと。 

加えて、区市町村別に補助基準額を設定する場合、現基準より減額され、周辺

自治体と比較して低い額となる自治体の保育士確保が困難とならないよう配慮す

ること。 

２ 少子社会対策の推進 

安定的に保育人材が確保できるよう、保育士宿舎借り上げ支援事

業等について制度運用の改善を図ること。 
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【協議事項】 

施策 20 認知症施策の総合的な推進 

 

＜国への提案要求内容＞ 

認知症施策の総合的な推進 
（提案要求先 厚生労働省） 
（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

令和元年６月、認知症施策推進大綱が取りまとめられ、認知症の人や家族の視

点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進することと

された。 

都における認知症高齢者は、令和元年度には４６万人であったが、令和７年に

は約５５万人になると見込まれている。こうした中、認知症になっても尊厳を保

ちながら、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、区市町村をはじめとする

関係機関と連携し、認知症施策を総合的に推進することが重要であり、特に、科

学的介護の推進、認知症の人と家族を支える医療・介護職等の人材育成、地域の

実情に応じた支援体制の構築が急務である。 

認知症疾患医療センターについては、専門医療の提供、地域連携の推進、人材

育成など多くの機能を担っているため、関係機関が多く存在していることに加

え、人件費や物件費等が高いといった都市部の特性に合わせた配慮が必要である

が、国庫補助額が不十分な現状にある。  

 

＜具体的要求内容＞ 

認知症疾患医療センター運営事業に対する補助金について、事業内容や地域特

性に見合った十分なものとすること。 

 

 高齢社会対策の推進 

認知症施策を総合的に推進するため、十分な財源を確保するとと

もに、地域の実情に応じた取組が可能となるよう、必要な措置を講

じること。 
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